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の
他
告
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〕

〇
銀
行
法
第
五
十
五
条
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二
項
の
規
定
に
よ

り
主
要
株
主
認
可
が
そ
の
効
力
を
失
っ
た

件
（
金
融
庁
五
八
）

〇
円
借
款
の
支
出
期
間
の
延
長
に
関
す
る
日

本
国
政
府
と
ト
ル
コ
共
和
国
政
府
と
の
間

の
口
上
書
の
交
換
に
関
す
る
件

（
外
務
一
五
一
、
一
五
二
）

〇
モ
ン
ゴ
ル
国
政
府
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す
る
贈
与
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関
す

る
日
本
国
政
府
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モ
ン
ゴ
ル
国
政
府
と
の

間
の
書
簡
の
交
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す
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五
四
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〇
ミ
ク
ロ
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シ
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す
る
贈
与
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る
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国
政
府
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ミ
ク
ロ
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連
邦
政
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の
間
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書
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交
換
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す

る
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同
一
五
五
）
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ラ
ジ
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連
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共
和
国
に
お
け
る
ベ
ネ
ズ

エ
ラ
難
民
・
移
民
の
女
性
の
生
計
向
上
及

び
社
会
経
済
的
包
摂
性
確
保
計
画
の
た
め

の
贈
与
に
関
す
る
日
本
国
政
府
と
国
際
連

合
難
民
高
等
弁
務
官
事
務
所
と
の
間
の
書

簡
の
交
換
に
関
す
る
件
（
同
一
五
六
）

〇
パ
ラ
オ
共
和
国
に
お
け
る
ｅ
Ｍ
Ｒ
Ｐ
（
電

磁
的
方
法
に
よ
り
記
録
さ
れ
た
機
械
読
取

式
旅
券
）
の
導
入
に
よ
る
国
境
管
理
能
力

向
上
計
画
の
た
め
の
贈
与
に
関
す
る
日
本

国
政
府
と
国
際
移
住
機
関
と
の
間
の
書
簡

の
交
換
に
関
す
る
件
（
同
一
五
七
）

〇
個
人
の
各
年
分
の
事
業
所
得
の
金
額
の
計

算
上
必
要
経
費
に
算
入
す
る
租
税
特
別
措

置
法
第
二
十
八
条
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ

る
負
担
金
又
は
法
人
の
各
事
業
年
度
の
所

得
の
金
額
の
計
算
上
損
金
の
額
に
算
入
す

る
同
法
第
六
十
六
条
の
十
一
第
一
項
第
五

号
に
掲
げ
る
負
担
金
に
係
る
公
益
法
人
等

並
び
に
基
金
及
び
期
間
を
指
定
す
る
件
の

一
部
を
改
正
す
る
件
（
財
務
一
二
一
）

〇
地
す
べ
り
防
止
区
域
を
追
加
指
定
す
る
件

（
農
林
水
産
六
七
三
）

〇
電
気
用
品
安
全
法
第
三
十
一
条
第
一
項
の

規
定
に
基
づ
き
同
法
第
九
条
第
一
項
の
登

録
の
更
新
を
し
た
件
（
経
済
産
業
七
五
）

〇
中
小
企
業
信
用
保
険
法
第
二
条
第
五
項
第

四
号
の
災
害
及
び
地
域
を
改
正
す
る
件
の

一
部
を
改
正
す
る
件
（
同
七
六
）

〇
令
和
六
年
国
土
交
通
省
告
示
第
六
十
八
号

の
一
部
を
改
正
す
る
件

（
国
土
交
通
三
四
六
）

〇
海
上
に
お
け
る
射
撃
訓
練
を
実
施
す
る
件

（
防
衛
一
〇
八
）

〇
道
路
に
関
す
る
件

（
中
部
地
方
整
備
局
六
五
）

〇
道
路
に
関
す
る
件

（
沖
縄
総
合
事
務
局
一
八
）

〔
国
会
事
項
〕

〔
人
事
異
動
〕

内
閣

法
務
省

〔
皇
室
事
項
〕

〔
官
庁
報
告
〕

官
庁
事
項

九
州
地
方
整
備
局
公
示（
九
州
地
方
整
備
局
）

国
家
試
験

令
和
七
年
度
全
国
通
訳
案
内
士
試
験
公
示

（
観
光
庁
）

日
本
国
に
帰
化
を
許
可
す
る
件

（
法
務
省
告
示
配
一
二
）

〔
公

告
〕

諸
事
項

官
庁建

設
業
の
許
可
の
取
消
処
分
関
係

裁
判
所

相
続
、
公
示
催
告
、
失
踪
、
破
産
、
特
別

清
算
、
会
社
更
生
、
再
生
、
所
有
者
不
明

関
係

特
殊
法
人
等

共
済
組
合
定
款
の
一
部
変
更
・
改
正
（
農

林
水
産
省
・
林
野
庁
）
関
係

会
社
そ
の
他

〔
省

令
〕

〇
出
納
官
吏
事
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る

省
令
（
財
務
四
八
）

〔
法
規
的
告
示
〕

〇
銀
行
法
施
行
令
第
十
七
条
の
二
第
一
項
か

ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
を
適
用
し
な
い
金

融
庁
長
官
の
権
限
等
を
定
め
る
件
の
一
部

を
改
正
す
る
件
（
金
融
庁
五
七
）

〇
租
税
特
別
措
置
法
施
行
令
第
二
十
六
条
の

二
十
七
の
二
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
厚

生
労
働
大
臣
が
定
め
る
一
般
用
医
薬
品
等

の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

（
厚
生
労
働
一
四
八
）

〇
租
税
特
別
措
置
法
施
行
令
第
二
十
六
条
の

二
十
七
の
二
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
き
厚

生
労
働
大
臣
が
定
め
る
一
般
用
医
薬
品
等

の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
（
同
一
四
九
）

〇
租
税
特
別
措
置
法
施
行
令
第
二
十
六
条
の

二
十
七
の
二
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
厚

生
労
働
大
臣
が
定
め
る
一
般
用
医
薬
品
等

等
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示（
同
一
五
〇
）





省

令

出
納
官
吏
事
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

出
納
官
吏
事
務
規
程
（
昭
和
二
十
二
年
大
蔵
省
令
第
九
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る

規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
は
、

こ
れ
を
加
え
る
。改

正

後

改

正

前

第
十
三
条
の
二

収
入
官
吏
は
、
道
路
交
通
法
施
行

令
（
昭
和
三
十
五
年
政
令
第
二
百
七
十
号
）
第
五

十
二
条
第
三
項
（
同
条
第
六
項
及
び
同
令
第
五
十

二
条
の
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

み
、
同
令
第
五
十
二
条
第
三
項
第
一
号
に
掲
げ
る

方
法
に
よ
る
場
合
を
除
く
。）の
規
定
に
基
づ
き
、

納
入
者
か
ら
、
収
入
官
吏
の
預
金
又
は
貯
金
の
口

座
（
第
三
条
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
現
金
を
保

管
す
る
た
め
の
銀
行
へ
の
預
入
れ
等
に
係
る
口
座

を
い
う
。
以
下
同
じ
。）へ
の
振
込
み
の
方
法
に
よ

る
現
金
の
納
付
を
受
け
た
と
き
は
、
こ
れ
を
収
納

し
、
そ
の
都
度
報
告
書
を
歳
入
徴
収
官
又
は
分
任

歳
入
徴
収
官
に
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
三
条
の
二

収
入
官
吏
は
、
道
路
交
通
法
施
行

令
（
昭
和
三
十
五
年
政
令
第
二
百
七
十
号
）
第
五

十
二
条
第
三
項
（
同
条
第
六
項
及
び
同
令
第
五
十

二
条
の
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

み
、
同
令
第
五
十
二
条
第
三
項
第
一
号
に
掲
げ
る

方
法
に
よ
る
場
合
を
除
く
。）の
規
定
に
基
づ
き
、

納
入
者
か
ら
、
収
入
官
吏
の
預
金
又
は
貯
金
の
口

座
（
第
三
条
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
現
金
を
保

管
す
る
た
め
の
銀
行
へ
の
預
入
れ
等
に
係
る
口
座

を
い
う
。）へ
の
振
込
み
の
方
法
に
よ
る
現
金
の
納

付
を
受
け
た
と
き
は
、
こ
れ
を
収
納
し
、
そ
の
都

度
報
告
書
を
歳
入
徴
収
官
又
は
分
任
歳
入
徴
収
官

に
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

﹇
略
﹈

２

﹇
同
上
﹈

第
十
六
条
の
二

収
入
官
吏
は
、
外
国
に
い
る
納
入

者
か
ら
収
入
金
を
収
納
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と

き
は
、
納
入
者
か
ら
、
収
入
官
吏
の
預
金
又
は
貯

金
の
口
座
へ
の
振
込
み
の
方
法
に
よ
る
現
金
の
納

付
を
受
け
る
こ
と
で
、
こ
れ
を
収
納
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

﹇
条
を
加
え
る
。﹈

﹇

﹈

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
収
入
官
吏
は
、

領
収
証
書
を
納
入
者
に
交
付
す
る
こ
と
を
要
し
な

い
。

﹇

﹈

第
十
四
条
か
ら
第
十
六
条
ま
で
の
規
定

は
、
第
一
項
の
場
合
に
、
こ
れ
を
準
用
す
る
。
こ

の
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
外
国
に

お
い
て
」
と
あ
る
の
は
「
外
国
に
い
る
」
と
読
み

替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
十
六
条
の
三

収
入
官
吏
は
、
前
条
第
一
項
の
振

込
み
の
方
法
に
よ
る
現
金
の
納
付
を
受
け
よ
う
と

す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
振
込
み
の
事
実
を

確
認
す
る
書
類
（
納
付
金
額
、
納
付
年
月
日
、
振

込
先
口
座
及
び
振
込
人
の
氏
名
（
こ
れ
に
相
当
す

る
も
の
を
含
む
。）が
記
載
さ
れ
た
書
類
を
い
う
。

次
項
に
お
い
て
「
確
認
書
類
」
と
い
う
。）を
納
入

者
か
ら
速
や
か
に
提
出
さ
せ
る
も
の
と
す
る
。

﹇
条
を
加
え
る
。﹈

﹇

﹈

収
入
官
吏
は
、
確
認
書
類
に
よ
り
振
込
み

の
内
容
を
確
認
し
、
適
正
で
あ
る
と
認
め
た
と
き

は
、
そ
の
都
度
報
告
書
を
歳
入
徴
収
官
又
は
分
任

歳
入
徴
収
官
に
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
八
条

収
入
官
吏
は
、
外
国
に
お
い
て
現
金
を

領
収
し
た
と
き
（
第
十
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
外
国
に
い
る
納
入
者
か
ら
収
入
官
吏
の
預

金
又
は
貯
金
の
口
座
へ
の
振
込
み
の
方
法
に
よ
る

現
金
の
納
付
を
受
け
た
と
き
を
含
む
。）は
、
毎
一

月
分
を
取
り
ま
と
め
、
現
金
払
込
書
を
添
え
、
日

本
銀
行
本
店
に
払
い
込
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
八
条

収
入
官
吏
は
、
外
国
に
お
い
て
現
金
を

領
収
し
た
と
き
は
、
毎
一
月
分
を
取
り
ま
と
め
、

現
金
払
込
書
を
添
え
、
日
本
銀
行
本
店
に
払
い
込

ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

﹇

﹈

前
項
の
現
金
払
込
書
に
は
、
邦
貨
額
を
記

載
し
、
外
国
貨
幣
を
収
納
し
た
場
合
は
、
収
納
し

た
外
国
貨
幣
額
を
附
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

﹇

﹈

前
項
の
現
金
払
込
書
に
は
、
邦
貨
額
を
記

載
し
、
そ
の
払
込
金
を
送
付
す
る
た
め
に
使
用
し

た
為
替
（
外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
（
昭
和
二

十
四
年
法
律
第
二
百
二
十
八
号
）
第
六
条
第
一
項

第
八
号
に
規
定
す
る
対
外
支
払
手
段
を
い
う
。）の

金
額
を
附
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

備
考

表
中
の
﹇

﹈
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。

附

則

こ
の
省
令
は
、
令
和
七
年
五
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

法

規

的

告

示

令和年月日 水曜日 第号官 報
〇
財
務
省
令
第
四
十
八
号

予
算
決
算
及
び
会
計
令
（
昭
和
二
十
二
年
勅
令
第
百
六
十
五
号
）
第
三
十
一
条
第
一
項
た
だ
し
書
、
第
百
十
四
条
及

び
第
百
四
十
三
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
出
納
官
吏
事
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
四
月
三
十
日

財
務
大
臣

加
藤

勝
信

〇
金
融
庁
告
示
第
五
十
七
号

銀
行
法
施
行
令
（
昭
和
五
十
七
年
政
令
第
四
十
号
）
第
十
七
条
の
四
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
銀
行
法
施
行
令
第

十
七
条
の
二
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
を
適
用
し
な
い
金
融
庁
長
官
の
権
限
等
を
定
め
る
件
（
平
成
十
四
年
金

融
庁
告
示
第
三
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
七
年
四
月
三
十
日

金
融
庁
長
官

井
藤

英
樹





次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定

の
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。

改

正

後

改

正

前

第
五
条

令
第
十
七
条
の
四
第
四
項
の
規
定
に
基
づ

き
、
同
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
を
適

用
し
な
い
金
融
庁
長
官
の
権
限
は
、
次
の
表
の
銀

行
代
理
業
者
の
欄
に
掲
げ
る
銀
行
代
理
業
者
に
係

る
同
表
の
権
限
の
欄
に
定
め
る
金
融
庁
長
官
の
権

限
と
す
る
。

第
五
条

﹇
同
上
﹈

銀
行
代
理
業
者

権

限

銀
行
代
理
業
者

権

限

株
式
会
社
三
井
住
友

銀
行

﹇
略
﹈

株
式
会
社
三
菱
Ｕ
Ｆ

Ｊ
銀
行

﹇
同
上
﹈

株
式
会
社
三
井
住
友

銀
行

﹇
略
﹈

﹇
同
上
﹈

備
考

表
中
の
﹇

﹈
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

租
税
特
別
措
置
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
二
年
政
令

第
四
十
三
号
）
第
二
十
六
条
の
二
十
七
の
二
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
一
般
用
医

薬
品
等
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
、
そ
の
水
和
物
及
び

そ
れ
ら
の
塩
類
を
有
効
成
分
と
し
て
含
有
す
る
製
剤

（
第
七
十
六
号
に
掲
げ
る
ベ
タ
メ
タ
ゾ
ン
吉
草
酸
エ

ス
テ
ル
、
そ
の
水
和
物
及
び
そ
れ
ら
の
塩
類
を
有
効

成
分
と
し
て
含
有
す
る
製
剤
に
つ
い
て
は
、
ベ
ト
ネ

ベ
ー
ト
ク
リ
ー
ム
Ｓ
及
び
ベ
ト
ネ
ベ
ー
ト
Ｎ
軟
膏
Ａ

Ｓ
を
除
く
。）と
す
る
。

租
税
特
別
措
置
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
二
年
政
令

第
四
十
三
号
）
第
二
十
六
条
の
二
十
七
の
二
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
一
般
用
医

薬
品
等
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
、
そ
の
水
和
物
及
び

そ
れ
ら
の
塩
類
を
有
効
成
分
と
し
て
含
有
す
る
製
剤

（
第
七
十
五
号
に
掲
げ
る
ベ
タ
メ
タ
ゾ
ン
吉
草
酸
エ

ス
テ
ル
、
そ
の
水
和
物
及
び
そ
れ
ら
の
塩
類
を
有
効

成
分
と
し
て
含
有
す
る
製
剤
に
つ
い
て
は
、
ベ
ト
ネ

ベ
ー
ト
ク
リ
ー
ム
Ｓ
及
び
ベ
ト
ネ
ベ
ー
ト
Ｎ
軟
膏
Ａ

Ｓ
を
除
く
。）と
す
る
。

一
〜
七
十

（
略
）

一
〜
七
十

（
略
）

七
十
一

フ
ル
ル
ビ
プ
ロ
フ
ェ
ン

（
新
設
）

七
十
二
〜
八
十
一

（
略
）

七
十
一
〜
八
十

（
略
）

八
十
二

ポ
リ
カ
ル
ボ
フ
ィ
ル
カ
ル
シ
ウ
ム

（
新
設
）

八
十
三
〜
九
十
一

（
略
）

八
十
一
〜
八
十
九

（
略
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

租
税
特
別
措
置
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
二
年
政
令

第
四
十
三
号
）
第
二
十
六
条
の
二
十
七
の
二
第
五
項

の
規
定
に
よ
り
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
一
般
用
医

薬
品
等
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
、
そ
の
水
和
物
及
び

そ
れ
ら
の
塩
類
を
有
効
成
分
と
し
て
含
有
す
る
製
剤

（
第
七
十
八
号
に
掲
げ
る
ベ
タ
メ
タ
ゾ
ン
吉
草
酸
エ

ス
テ
ル
、
そ
の
水
和
物
及
び
そ
れ
ら
の
塩
類
を
有
効

成
分
と
し
て
含
有
す
る
製
剤
に
つ
い
て
は
、
ベ
ト
ネ

ベ
ー
ト
ク
リ
ー
ム
Ｓ
及
び
ベ
ト
ネ
ベ
ー
ト
Ｎ
軟
膏
Ａ

Ｓ
を
除
く
。）と
す
る
。

租
税
特
別
措
置
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
二
年
政
令

第
四
十
三
号
）
第
二
十
六
条
の
二
十
七
の
二
第
五
項

の
規
定
に
よ
り
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
一
般
用
医

薬
品
等
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
、
そ
の
水
和
物
及
び

そ
れ
ら
の
塩
類
を
有
効
成
分
と
し
て
含
有
す
る
製
剤

（
第
七
十
七
号
に
掲
げ
る
ベ
タ
メ
タ
ゾ
ン
吉
草
酸
エ

ス
テ
ル
、
そ
の
水
和
物
及
び
そ
れ
ら
の
塩
類
を
有
効

成
分
と
し
て
含
有
す
る
製
剤
に
つ
い
て
は
、
ベ
ト
ネ

ベ
ー
ト
ク
リ
ー
ム
Ｓ
及
び
ベ
ト
ネ
ベ
ー
ト
Ｎ
軟
膏
Ａ

Ｓ
を
除
く
。）と
す
る
。

一
〜
七
十
二

（
略
）

一
〜
七
十
二

（
略
）

七
十
三

フ
ル
ル
ビ
プ
ロ
フ
ェ
ン

（
新
設
）

七
十
四
〜
八
十
三

（
略
）

七
十
三
〜
八
十
二

（
略
）

八
十
四

ポ
リ
カ
ル
ボ
フ
ィ
ル
カ
ル
シ
ウ
ム

（
新
設
）

八
十
五
〜
九
十
五

（
略
）

八
十
三
〜
九
十
三

（
略
）

租
税
特
別
措
置
法
施
行
令
第
二
十
六
条
の
二
十
七
の
二
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
一

般
用
医
薬
品
等
等
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

（
租
税
特
別
措
置
法
施
行
令
第
二
十
六
条
の
二
十
七
の
二
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
一
般

用
医
薬
品
等
の
一
部
改
正
）

第
一
条

租
税
特
別
措
置
法
施
行
令
第
二
十
六
条
の
二
十
七
の
二
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る

一
般
用
医
薬
品
等
（
平
成
二
十
八
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
百
七
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

租
税
特
別
措
置
法
施
行
令
第
二
十
六
条
の
二

十
七
の
三
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労

働
大
臣
が
定
め
る
一
般
用
医
薬
品
等

租
税
特
別
措
置
法
施
行
令
第
二
十
六
条
の
二

十
七
の
二
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労

働
大
臣
が
定
め
る
一
般
用
医
薬
品
等

租
税
特
別
措
置
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
二
年
政
令

第
四
十
三
号
）
第
二
十
六
条
の
二
十
七
の
三
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
一
般
用
医

租
税
特
別
措
置
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
二
年
政
令

第
四
十
三
号
）
第
二
十
六
条
の
二
十
七
の
二
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
一
般
用
医

令和年月日 水曜日 第号官 報
〇
厚
生
労
働
省
告
示
第
百
四
十
八
号

租
税
特
別
措
置
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
二
年
政
令
第
四
十
三
号
）
第
二
十
六
条
の
二
十
七
の
二
第
二
項
の
規
定
に
基

づ
き
、
租
税
特
別
措
置
法
施
行
令
第
二
十
六
条
の
二
十
七
の
二
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
一

般
用
医
薬
品
等
（
平
成
二
十
八
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
百
七
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
七
年
四
月
三
十
日

厚
生
労
働
大
臣

福
岡

資
麿

〇
厚
生
労
働
省
告
示
第
百
五
十
号

租
税
特
別
措
置
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
令
和
七
年
政
令
第
百
二
十
七
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
租
税
特

別
措
置
法
施
行
令
第
二
十
六
条
の
二
十
七
の
二
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
一
般
用
医
薬
品
等

等
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
四
月
三
十
日

厚
生
労
働
大
臣

福
岡

資
麿

〇
厚
生
労
働
省
告
示
第
百
四
十
九
号

租
税
特
別
措
置
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
二
年
政
令
第
四
十
三
号
）
第
二
十
六
条
の
二
十
七
の
二
第
五
項
の
規
定
に
基

づ
き
、
租
税
特
別
措
置
法
施
行
令
第
二
十
六
条
の
二
十
七
の
二
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
一

般
用
医
薬
品
等
（
令
和
三
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
二
百
五
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
七
年
四
月
三
十
日

厚
生
労
働
大
臣

福
岡

資
麿





一
〜
九
十
一

（
略
）

一
〜
九
十
一

（
略
）

薬
品
等
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
、
そ
の
水
和
物
及
び

そ
れ
ら
の
塩
類
を
有
効
成
分
と
し
て
含
有
す
る
製
剤

（
第
七
十
六
号
に
掲
げ
る
ベ
タ
メ
タ
ゾ
ン
吉
草
酸
エ

ス
テ
ル
、
そ
の
水
和
物
及
び
そ
れ
ら
の
塩
類
を
有
効

成
分
と
し
て
含
有
す
る
製
剤
に
つ
い
て
は
、
ベ
ト
ネ

ベ
ー
ト
ク
リ
ー
ム
Ｓ
及
び
ベ
ト
ネ
ベ
ー
ト
Ｎ
軟
膏
Ａ

Ｓ
を
除
く
。）と
す
る
。

薬
品
等
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
、
そ
の
水
和
物
及
び

そ
れ
ら
の
塩
類
を
有
効
成
分
と
し
て
含
有
す
る
製
剤

（
第
七
十
六
号
に
掲
げ
る
ベ
タ
メ
タ
ゾ
ン
吉
草
酸
エ

ス
テ
ル
、
そ
の
水
和
物
及
び
そ
れ
ら
の
塩
類
を
有
効

成
分
と
し
て
含
有
す
る
製
剤
に
つ
い
て
は
、
ベ
ト
ネ

ベ
ー
ト
ク
リ
ー
ム
Ｓ
及
び
ベ
ト
ネ
ベ
ー
ト
Ｎ
軟
膏
Ａ

Ｓ
を
除
く
。）と
す
る
。

（
租
税
特
別
措
置
法
施
行
令
第
二
十
六
条
の
二
十
七
の
二
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
一
般

用
医
薬
品
等
の
一
部
改
正
）

第
三
条

租
税
特
別
措
置
法
施
行
令
第
二
十
六
条
の
二
十
七
の
二
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る

一
般
用
医
薬
品
等
（
令
和
三
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
二
百
五
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

租
税
特
別
措
置
法
施
行
令
第
二
十
六
条
の
二

十
七
の
三
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労

働
大
臣
が
定
め
る
一
般
用
医
薬
品
等

租
税
特
別
措
置
法
施
行
令
第
二
十
六
条
の
二

十
七
の
二
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労

働
大
臣
が
定
め
る
一
般
用
医
薬
品
等

租
税
特
別
措
置
法
施
行
令
第
二
十
六
条
の
二
十
七

の
三
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め

る
一
般
用
医
薬
品
等
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
、
そ
の

水
和
物
及
び
そ
れ
ら
の
塩
類
を
有
効
成
分
と
し
て
含

有
す
る
こ
と
に
よ
り
、
外
用
鎮
痛
消
炎
薬
、
解
熱
鎮

租
税
特
別
措
置
法
施
行
令
第
二
十
六
条
の
二
十
七

の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め

る
一
般
用
医
薬
品
等
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
、
そ
の

水
和
物
及
び
そ
れ
ら
の
塩
類
を
有
効
成
分
と
し
て
含

有
す
る
こ
と
に
よ
り
、
外
用
鎮
痛
消
炎
薬
、
解
熱
鎮

（
租
税
特
別
措
置
法
施
行
令
第
二
十
六
条
の
二
十
七
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
健
康

の
保
持
増
進
及
び
疾
病
の
予
防
へ
の
取
組
の
一
部
改
正
）

第
二
条

租
税
特
別
措
置
法
施
行
令
第
二
十
六
条
の
二
十
七
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る

健
康
の
保
持
増
進
及
び
疾
病
の
予
防
へ
の
取
組
（
平
成
二
十
八
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
百
八
十
一
号
）
の
一
部
を
次

の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

租
税
特
別
措
置
法
施
行
令
第
二
十
六
条
の
二

十
七
の
三
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労

働
大
臣
が
定
め
る
健
康
の
保
持
増
進
及
び
疾

病
の
予
防
へ
の
取
組

租
税
特
別
措
置
法
施
行
令
第
二
十
六
条
の
二

十
七
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労

働
大
臣
が
定
め
る
健
康
の
保
持
増
進
及
び
疾

病
の
予
防
へ
の
取
組

租
税
特
別
措
置
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
二
年
政
令

第
四
十
三
号
）
第
二
十
六
条
の
二
十
七
の
三
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
健
康
の
保

持
増
進
及
び
疾
病
の
予
防
へ
の
取
組
は
、
次
に
掲
げ

る
も
の
と
す
る
。

租
税
特
別
措
置
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
二
年
政
令

第
四
十
三
号
）
第
二
十
六
条
の
二
十
七
の
二
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
健
康
の
保

持
増
進
及
び
疾
病
の
予
防
へ
の
取
組
は
、
次
に
掲
げ

る
も
の
と
す
る
。

一
〜
五

（
略
）

一
〜
五

（
略
）

一
〜
四
十
二

（
略
）

一
〜
四
十
二

（
略
）

痛
薬
、
鎮
咳
去
痰
薬
若
し
く
は
か
ぜ
薬
又
は
鼻
炎
用

点
鼻
薬
、
鼻
炎
用
内
服
薬
若
し
く
は
抗
ヒ
ス
タ
ミ
ン

薬
そ
の
他
の
ア
レ
ル
ギ
ー
用
薬
と
し
て
の
効
能
又
は

効
果
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
製
剤
と
す
る
。

痛
薬
、
鎮
咳
去
痰
薬
若
し
く
は
か
ぜ
薬
又
は
鼻
炎
用

点
鼻
薬
、
鼻
炎
用
内
服
薬
若
し
く
は
抗
ヒ
ス
タ
ミ
ン

薬
そ
の
他
の
ア
レ
ル
ギ
ー
用
薬
と
し
て
の
効
能
又
は

効
果
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
製
剤
と
す
る
。

（
租
税
特
別
措
置
法
施
行
令
第
二
十
六
条
の
二
十
七
の
二
第
四
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
日
の
一
部

改
正
）

第
四
条

租
税
特
別
措
置
法
施
行
令
第
二
十
六
条
の
二
十
七
の
二
第
四
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
日

（
令
和
三
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
二
百
五
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

租
税
特
別
措
置
法
施
行
令
第
二
十
六
条
の
二

十
七
の
三
第
四
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大

臣
が
定
め
る
日

租
税
特
別
措
置
法
施
行
令
第
二
十
六
条
の
二

十
七
の
二
第
四
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大

臣
が
定
め
る
日

租
税
特
別
措
置
法
施
行
令
第
二
十
六
条
の
二
十
七

の
三
第
四
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る

日
は
、
令
和
七
年
十
二
月
三
十
一
日
と
す
る
。

租
税
特
別
措
置
法
施
行
令
第
二
十
六
条
の
二
十
七

の
二
第
四
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る

日
は
、
令
和
七
年
十
二
月
三
十
一
日
と
す
る
。

（
租
税
特
別
措
置
法
施
行
令
第
二
十
六
条
の
二
十
七
の
二
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
一
般

用
医
薬
品
等
の
一
部
改
正
）

第
五
条

租
税
特
別
措
置
法
施
行
令
第
二
十
六
条
の
二
十
七
の
二
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る

一
般
用
医
薬
品
等
（
令
和
三
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
二
百
五
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

租
税
特
別
措
置
法
施
行
令
第
二
十
六
条
の
二

十
七
の
三
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労

働
大
臣
が
定
め
る
一
般
用
医
薬
品
等

租
税
特
別
措
置
法
施
行
令
第
二
十
六
条
の
二

十
七
の
二
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労

働
大
臣
が
定
め
る
一
般
用
医
薬
品
等

租
税
特
別
措
置
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
二
年
政
令

第
四
十
三
号
）
第
二
十
六
条
の
二
十
七
の
三
第
五
項

の
規
定
に
よ
り
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
一
般
用
医

薬
品
等
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
、
そ
の
水
和
物
及
び

そ
れ
ら
の
塩
類
を
有
効
成
分
と
し
て
含
有
す
る
製
剤

（
第
七
十
八
号
に
掲
げ
る
ベ
タ
メ
タ
ゾ
ン
吉
草
酸
エ

ス
テ
ル
、
そ
の
水
和
物
及
び
そ
れ
ら
の
塩
類
を
有
効

成
分
と
し
て
含
有
す
る
製
剤
に
つ
い
て
は
、
ベ
ト
ネ

ベ
ー
ト
ク
リ
ー
ム
Ｓ
及
び
ベ
ト
ネ
ベ
ー
ト
Ｎ
軟
膏
Ａ

Ｓ
を
除
く
。）と
す
る
。

租
税
特
別
措
置
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
二
年
政
令

第
四
十
三
号
）
第
二
十
六
条
の
二
十
七
の
二
第
五
項

の
規
定
に
よ
り
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
一
般
用
医

薬
品
等
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
、
そ
の
水
和
物
及
び

そ
れ
ら
の
塩
類
を
有
効
成
分
と
し
て
含
有
す
る
製
剤

（
第
七
十
八
号
に
掲
げ
る
ベ
タ
メ
タ
ゾ
ン
吉
草
酸
エ

ス
テ
ル
、
そ
の
水
和
物
及
び
そ
れ
ら
の
塩
類
を
有
効

成
分
と
し
て
含
有
す
る
製
剤
に
つ
い
て
は
、
ベ
ト
ネ

ベ
ー
ト
ク
リ
ー
ム
Ｓ
及
び
ベ
ト
ネ
ベ
ー
ト
Ｎ
軟
膏
Ａ

Ｓ
を
除
く
。）と
す
る
。

一
〜
九
十
五

（
略
）

一
〜
九
十
五

（
略
）

附

則

こ
の
告
示
は
、
令
和
七
年
十
二
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

令和年月日 水曜日 第号官 報 



そ

の

他

告

示

令和年月日 水曜日 第号官 報
〇
金
融
庁
告
示
第
五
十
八
号

Ｚ
フ
ィ
ナ
ン
シ
ャ
ル
株
式
会
社
が
令
和
七
年
四
月
十
一
日
付
け
で
Ｐ
ａ
ｙ
Ｐ
ａ
ｙ
銀
行
株
式
会
社
の
主
要
株
主
基
準

値
以
上
の
数
の
議
決
権
の
保
有
者
で
な
く
な
っ
た
こ
と
に
伴
い
、
銀
行
法
（
昭
和
五
十
六
年
法
律
第
五
十
九
号
）
第
五

十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
Ｚ
フ
ィ
ナ
ン
シ
ャ
ル
株
式
会
社
に
対
す
る
同
法
第
五
十
二
条
の
九
第
一
項
の
認
可
が
そ

の
効
力
を
失
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
六
条
第
九
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

令
和
七
年
四
月
三
十
日

金
融
庁
長
官

井
藤

英
樹

〇
外
務
省
告
示
第
百
五
十
五
号

令
和
七
年
三
月
十
八
日
に
東
京
で
、
ミ
ク
ロ
ネ
シ
ア
連
邦
政
府
に
対
す
る
贈
与
に
関
す
る
次
の
概
要
の
書
簡
の
交
換

が
ミ
ク
ロ
ネ
シ
ア
連
邦
政
府
と
の
間
に
行
わ
れ
た
。

１

協
力
の
目
的
及
び
内
容

経
済
社
会
開
発
に
係
る
計
画
等
を
実
施
す
る
た
め
に
必
要
な
両
政
府
の
関
係
当
局
で
合

意
す
る
生
産
物
及
び
役
務
の
購
入

２

贈
与
額

三
億
八
千
万
円

〇
外
務
省
告
示
第
百
五
十
一
号

令
和
元
年
七
月
二
十
四
日
に
ア
ン
カ
ラ
で
、
円
借
款
の
供
与
に
関
す
る
日
本
国
政
府
と
ト
ル
コ
共
和
国
政
府
と
の
間

の
平
成
二
十
三
年
六
月
二
十
二
日
付
け
の
交
換
公
文
に
従
っ
て
ト
ル
コ
共
和
国
政
府
に
供
与
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
地

方
自
治
体
下
水
道
整
備
計
画
の
実
施
に
係
る
円
貨
に
よ
る
借
款
の
支
出
期
間
が
ト
ル
コ
共
和
国
政
府
と
独
立
行
政
法
人

国
際
協
力
機
構
と
の
間
の
取
決
め
に
よ
り
令
和
三
年
七
月
二
十
六
日
ま
で
延
長
さ
れ
る
旨
の
口
上
書
の
交
換
が
、
ト
ル

コ
共
和
国
政
府
と
の
間
に
行
わ
れ
た
。

令
和
七
年
四
月
三
十
日

外
務
大
臣
臨
時
代
理

国
務
大
臣

林

芳
正

〇
外
務
省
告
示
第
百
五
十
二
号

令
和
元
年
十
月
十
五
日
に
ア
ン
カ
ラ
で
、
円
借
款
の
供
与
に
関
す
る
日
本
国
政
府
と
ト
ル
コ
共
和
国
政
府
と
の
間
の

平
成
二
十
三
年
六
月
二
十
二
日
付
け
の
交
換
公
文
に
従
っ
て
ト
ル
コ
共
和
国
政
府
に
供
与
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
チ
ョ

ル
フ
川
流
域
保
全
計
画
の
実
施
に
係
る
円
貨
に
よ
る
借
款
の
支
出
期
間
が
ト
ル
コ
共
和
国
政
府
と
独
立
行
政
法
人
国
際

協
力
機
構
と
の
間
の
取
決
め
に
よ
り
令
和
三
年
十
二
月
十
九
日
ま
で
延
長
さ
れ
る
旨
の
口
上
書
の
交
換
が
、
ト
ル
コ
共

和
国
政
府
と
の
間
に
行
わ
れ
た
。

令
和
七
年
四
月
三
十
日

外
務
大
臣
臨
時
代
理

国
務
大
臣

林

芳
正

〇
外
務
省
告
示
第
百
五
十
三
号

令
和
七
年
三
月
四
日
に
東
京
で
、
モ
ン
ゴ
ル
国
政
府
に
対
す
る
贈
与
に
関
す
る
次
の
概
要
の
書
簡
の
交
換
が
モ
ン
ゴ

ル
国
政
府
と
の
間
に
行
わ
れ
た
。

１

援
助
の
目
的
及
び
内
容

経
済
社
会
開
発
に
係
る
計
画
等
を
実
施
す
る
た
め
に
必
要
な
両
政
府
の
関
係
当
局
で
合

意
す
る
生
産
物
及
び
役
務
の
購
入

２

贈
与
額

二
億
七
千
五
百
万
円

３

署
名
者

日

本

側

岩
屋
毅
外
務
大
臣

モ
ン
ゴ
ル
側

バ
ト
ム
ン
フ
・
バ
ト
ツ
ェ
ツ
ェ
グ
外
務
大
臣

令
和
七
年
四
月
三
十
日

外
務
大
臣
臨
時
代
理

国
務
大
臣

林

芳
正

〇
外
務
省
告
示
第
百
五
十
四
号

令
和
七
年
三
月
四
日
に
東
京
で
、
モ
ン
ゴ
ル
国
政
府
に
対
す
る
贈
与
に
関
す
る
次
の
概
要
の
書
簡
の
交
換
が
モ
ン
ゴ

ル
国
政
府
と
の
間
に
行
わ
れ
た
。

１

援
助
の
目
的
及
び
内
容

経
済
社
会
開
発
に
係
る
計
画
等
を
実
施
す
る
た
め
に
必
要
な
両
政
府
の
関
係
当
局
で
合

意
す
る
生
産
物
及
び
役
務
の
購
入

２

贈
与
額

二
億
七
千
万
円

３

署
名
者

日

本

側

岩
屋
毅
外
務
大
臣

モ
ン
ゴ
ル
側

バ
ト
ム
ン
フ
・
バ
ト
ツ
ェ
ツ
ェ
グ
外
務
大
臣

令
和
七
年
四
月
三
十
日

外
務
大
臣
臨
時
代
理

国
務
大
臣

林

芳
正

３

署
名
者

日

本

側

籠
宮
信
雄
在
ミ
ク
ロ
ネ
シ
ア
大
使

ミ
ク
ロ
ネ
シ
ア
側

ロ
ー
リ
ン
・
Ｓ
・
ロ
バ
ー
ト
外
務
大
臣

令
和
七
年
四
月
三
十
日

外
務
大
臣
臨
時
代
理

国
務
大
臣

林

芳
正

〇
外
務
省
告
示
第
百
五
十
六
号

令
和
七
年
三
月
二
十
四
日
に
ブ
ラ
ジ
リ
ア
で
、
ブ
ラ
ジ
ル
連
邦
共
和
国
に
お
け
る
ベ
ネ
ズ
エ
ラ
難
民
・
移
民
の
女
性

の
生
計
向
上
及
び
社
会
経
済
的
包
摂
性
確
保
計
画
の
た
め
の
贈
与
に
関
す
る
次
の
概
要
の
書
簡
の
交
換
が
国
際
連
合
難

民
高
等
弁
務
官
事
務
所
と
の
間
に
行
わ
れ
た
。

１

協
力
の
目
的
及
び
内
容

ベ
ネ
ズ
エ
ラ
難
民
・
移
民
の
女
性
の
生
計
向
上
及
び
社
会
経
済
的
包
摂
性
確
保
計
画
を

実
施
す
る
た
め
に
必
要
な
生
産
物
及
び
役
務
の
購
入

２

贈
与
額

一
億
四
百
二
十
五
万
円

３

署
名
者

日

本

側

石
垣
友
明
在
ブ
ラ
ジ
ル
臨
時
代
理
大
使

国
際
連
合
難
民
高
等
弁
務
官
事
務
所
側

ラ
ケ
ル
・
ト
ラ
バ
ゾ
在
ブ
ラ
ジ
ル
事
務
所
副
代
表

令
和
七
年
四
月
三
十
日

外
務
大
臣
臨
時
代
理

国
務
大
臣

林

芳
正

〇
外
務
省
告
示
第
百
五
十
七
号

令
和
七
年
三
月
五
日
に
コ
ロ
ー
ル
で
、
パ
ラ
オ
共
和
国
に
お
け
る
ｅ
Ｍ
Ｒ
Ｐ
（
電
磁
的
方
法
に
よ
り
記
録
さ
れ
た
機

械
読
取
式
旅
券
）
の
導
入
に
よ
る
国
境
管
理
能
力
向
上
計
画
の
た
め
の
贈
与
に
関
す
る
次
の
概
要
の
書
簡
の
交
換
が
国

際
移
住
機
関
と
の
間
に
行
わ
れ
た
。

１

協
力
の
目
的
及
び
内
容

ｅ
Ｍ
Ｒ
Ｐ
（
電
磁
的
方
法
に
よ
り
記
録
さ
れ
た
機
械
読
取
式
旅
券
）
の
導
入
に
よ
る
国

境
管
理
能
力
向
上
計
画
を
実
施
す
る
た
め
に
必
要
な
生
産
物
及
び
役
務
の
購
入

２

贈
与
額

六
億
六
千
七
百
万
円

３

署
名
者

日

本

側

折
笠
弘
維
在
パ
ラ
オ
大
使

国
際
移
住
機
関
側

サ
ル
バ
ト
ー
レ
・
ソ
ル
テ
ィ
ー
ノ
在
ミ
ク
ロ
ネ
シ
ア
事
務
所
長

令
和
七
年
四
月
三
十
日

外
務
大
臣
臨
時
代
理

国
務
大
臣

林

芳
正

〇
財
務
省
告
示
第
百
二
十
一
号

租
税
特
別
措
置
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
二
年
政
令
第
四
十
三
号
）第
三
十
九
条
の
二
十
二
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

個
人
の
各
年
分
の
事
業
所
得
の
金
額
の
計
算
上
必
要
経
費
に
算
入
す
る
租
税
特
別
措
置
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
二

十
六
号
）
第
二
十
八
条
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
負
担
金
又
は
法
人
の
各
事
業
年
度
の
所
得
の
金
額
の
計
算
上
損
金
の

額
に
算
入
す
る
同
法
第
六
十
六
条
の
十
一
第
一
項
第
五
号
に
掲
げ
る
負
担
金
に
係
る
公
益
法
人
等
並
び
に
基
金
及
び
期

間
を
指
定
す
る
件
（
平
成
二
十
七
年
九
月
財
務
省
告
示
第
三
百
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
七
年
四
月
三
十
日

財
務
大
臣

加
藤

勝
信

別
表
公
益
社
団
法
人
配
合
飼
料
供
給
安
定
機
構
（
東
京
都
中
野
区
中
央
五
丁
目
八
番
一
号
）
の
項
中
「
ま
で
及
び
」

を
「
ま
で
、」に
改
め
、「
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
」
の
下
に
「
及
び
同
年
四
月
三
十
日
か
ら
令
和
八
年
三
月
三
十

一
日
ま
で
」
を
加
え
る
。

〇
農
林
水
産
省
告
示
第
六
百
七
十
三
号

地
す
べ
り
等
防
止
法（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
三
十
号
）

第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
地
域
を
地
す
べ
り

防
止
区
域
に
追
加
指
定
す
る
。

令
和
七
年
四
月
三
十
日農

林
水
産
大
臣

江
藤

拓

島
根
県
大
畑
地
す
べ
り
防
止
区
域

次
に
掲
げ
る
地
番
の
土
地
に
存
す
る
標
柱
一
号
か
ら
標

柱
五
号
ま
で
を
順
次
結
ん
だ
線
、
標
柱
五
号
か
ら
中
ノ
手

地
す
べ
り
防
止
区
域
（
令
和
四
年
十
月
二
十
一
日
農
林
水

産
省
告
示
第
千
六
百
四
十
八
号
）
の
境
界
線
に
沿
っ
て
標

柱
六
号
（
中
ノ
手
地
す
べ
り
防
止
区
域
標
柱
一
号
）
に
至

る
線
及
び
標
柱
六
号
か
ら
大
畑
地
す
べ
り
防
止
区
域
（
昭

和
三
十
九
年
三
月
九
日
農
林
省
告
示
第
二
百
四
十
八
号
）

の
境
界
線
に
沿
っ
て
標
柱
一
号
に
至
る
線
に
囲
ま
れ
た
区

域島
根
県
出
雲
市
野
郷
町

字
君
谷

四
三
九
番
三

標
柱
一
号

三
一
五
四
番
四

標
柱
二
号

字
伊
野
平

四
八
一
番
二

標
柱
三
号

四
八
〇
番

標
柱
四
号

二
八
四
番
一

標
柱
五
号

字
勝
負
廻

三
五
〇
番

標
柱
六
号





登

録

の

区

分

国

内

登

録

検

査

機

関

一

交
流
用
電
気
機
械
器
具
（
電
気
用
品
安
全

法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
七
年
通
商
産
業
省

令
第
八
十
四
号
）
第
十
九
条
第
二
号
か
ら
第

八
号
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。）

株
式
会
社
Ｕ
Ｌ

Ｊ
ａ
ｐ
ａ
ｎ

三
重
県
伊
勢
市
朝
熊
町
４
３
８
３
番
３
２
６

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
加
え
る
。

改

正

後

改

正

前

一

（
略
）

一

（
略
）

二

法
第
四
十
八
条
の
四
第
一
項
第
一
号
の
電
子
情

報
処
理
組
織
の
う
ち
、
平
成
二
十
年
国
土
交
通
省

告
示
第
千
百
六
十
六
号
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
指

定
し
た
国
土
交
通
省
に
設
置
さ
れ
る
電
子
計
算
機

と
港
湾
管
理
者
並
び
に
申
請
等
を
す
る
者
及
び
処

分
通
知
等
を
受
け
る
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算

機
と
を
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
電
子
情
報
処

理
組
織
を
使
用
す
る
港
湾
管
理
者

二

法
第
四
十
八
条
の
四
第
一
項
第
一
号
の
電
子
情

報
処
理
組
織
の
う
ち
、
平
成
二
十
年
国
土
交
通
省

告
示
第
千
百
六
十
六
号
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
指

定
し
た
国
土
交
通
省
に
設
置
さ
れ
る
電
子
計
算
機

と
港
湾
管
理
者
並
び
に
申
請
等
を
す
る
者
及
び
処

分
通
知
等
を
受
け
る
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算

機
と
を
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
電
子
情
報
処

理
組
織
を
使
用
す
る
港
湾
管
理
者

富
山
県
、
石
川
県
、
静
岡
県
、境
港
管
理
組
合
、

高
知
県
、
福
岡
県
、
熊
本
県
、
上
天
草
市
及
び
宮

崎
県

富
山
県
、
石
川
県
、
静
岡
県
、境
港
管
理
組
合
、

高
知
県
、
福
岡
県
、
上
天
草
市
及
び
宮
崎
県

附

則

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

令和年月日 水曜日 第号官 報
（
参
考
）

株
式
会
社
Ｕ
Ｌ

Ｊ
ａ
ｐ
ａ
ｎ
の
事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

株
式
会
社
Ｕ
Ｌ

Ｊ
ａ
ｐ
ａ
ｎ
（
三
重
県
伊
勢
市
朝
熊
町
４
３
８
３
番
３
２
６
）

株
式
会
社
Ｕ
Ｌ

Ｊ
ａ
ｐ
ａ
ｎ

横
輪
Ｅ
Ｍ
Ｃ
試
験
所
（
三
重
県
伊
勢
市
横
輪
町
１
０
８
番
）

株
式
会
社
Ｕ
Ｌ

Ｊ
ａ
ｐ
ａ
ｎ

東
京
本
社
（
東
京
都
千
代
田
区
丸
の
内
１

８

３

丸
の
内
ト
ラ
ス
ト
タ
ワ
ー

本
館
６
階
）

〇
経
済
産
業
省
告
示
第
七
十
五
号

電
気
用
品
安
全
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
二
百
三
十
四
号
）
第
三
十
二
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
三

十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
令
和
七
年
四
月
三
十
日
付
け
で
次
の
よ
う
に
同
法
第
九
条
第
一
項
の
登
録
の
更
新

を
し
た
の
で
、
同
法
第
四
十
四
条
第
一
号
に
該
当
す
る
も
の
と
し
て
同
条
の
規
定
に
基
づ
き
公
示
す
る
。

令
和
七
年
四
月
三
十
日

経
済
産
業
大
臣

武
藤

容
治

〇
経
済
産
業
省
告
示
第
七
十
六
号

中
小
企
業
信
用
保
険
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
四
号
）
第
二
条
第
五
項
第
四
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
令

和
七
年
経
済
産
業
省
告
示
第
五
号（
中
小
企
業
信
用
保
険
法
第
二
条
第
五
項
第
四
号
の
災
害
及
び
地
域
を
改
正
す
る
件
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
令
和
七
年
五
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

令
和
七
年
四
月
三
十
日

経
済
産
業
大
臣

武
藤

容
治

表
の
指
定
の
期
間
の
欄
中
「
令
和
七
年
四
月
三
十
日
」
を
「
令
和
七
年
七
月
三
十
一
日
」
に
改
め
る
。

〇
防
衛
省
告
示
第
百
八
号

海
上
に
お
け
る
射
撃
訓
練
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。

令
和
七
年
四
月
三
十
日

防
衛
大
臣

中
谷

元

日

時

令
和
七
年
五
月
九
日
か
ら
同
月
十
一
日
ま
で
の

間
、
毎
日
〇
七
〇
〇
か
ら
一
八
三
〇
ま
で

区

域

若
狭
湾
北
方
の
次
の

か
ら

ま
で
の
四
地
点

を
順
次
結
ん
だ
線
並
び
に

及
び

の
二
地
点

を
結
ん
だ
線
に
よ
り
囲
ま
れ
る
海
面
並
び
に
そ

の
上
空
で
海
面
か
ら
高
度
一
五
、
二
四
〇
メ
ー

ト
ル
以
下
ま
で
の
間

北
緯
三
七
度
〇
〇
分
一
一
秒

東
経
一
三
四
度
五
九
分
五
〇
秒

北
緯
三
七
度
二
二
分
一
一
秒

東
経
一
三
五
度
三
九
分
四
九
秒

北
緯
三
七
度
〇
二
分
一
一
秒

東
経
一
三
五
度
三
九
分
四
九
秒

北
緯
三
六
度
四
〇
分
一
一
秒

東
経
一
三
四
度
五
九
分
五
〇
秒

実
施
艦

自
衛
艦
九
隻

そ
の
他

一

射
撃
訓
練
は
、
前
記
区
域
に
航
空
機
が
存

在
し
な
い
こ
と
、
ま
た
、
射
撃
海
面
に
船
舶

等
が
存
在
し
な
い
こ
と
を
確
認
し
な
が
ら
実

施
す
る
。

二

実
施
中
は
、
実
施
艦
に
「
Ｂ
」
旗
を
掲
揚

す
る
。

三

前
記
区
域
の
各
点
の
経
緯
度
は
、
世
界
測

地
系
の
数
値
で
あ
る
。

〇
中
部
地
方
整
備
局
告
示
第
六
十
五
号

次
の
よ
う
に
道
路
の
区
域
を
変
更
し
た
の
で
、
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の

規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
七
年
四
月
三
十
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
七
年
四
月
三
十
日

中
部
地
方
整
備
局
長

佐
藤

寿
延

道
路
の
種
類

一
般
国
道

路

線

名

四
百
十
四
号

道
路
の
区
域

区

間

変
更
前

後
別

敷

地

の

幅

員

延

長

メ
ー
ト
ル

キ
ロ
メ
ー
ト
ル

下
田
市
六
丁
目
二
九
四
番
三
か
ら
同
市
箕
作
字
横
世
ノ
米
三

八
五
番
四
ま
で

前後

一
一
･
六
〇
〜
二
九
七
･
六
三

一
一
･
六
〇
〜
三
二
三
･
二
三

五
・
七
五
八

五
・
七
五
八

図
面
縦
覧
場
所

中
部
地
方
整
備
局
及
び
同
局
沼
津
河
川
国
道
事
務
所

〇
沖
縄
総
合
事
務
局
告
示
第
十
八
号

次
の
よ
う
に
道
路
の
区
域
を
変
更
し
た
の
で
、
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の

規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
七
年
四
月
三
十
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
七
年
四
月
三
十
日

沖
縄
総
合
事
務
局
長

三
浦
健
太
郎

道
路
の
種
類

一
般
国
道

路

線

名

五
十
八
号

道
路
の
区
域

区

間

変
更
前

後
別

敷

地

の

幅

員

延

長

メ
ー
ト
ル

キ
ロ
メ
ー
ト
ル

沖
縄
県
国
頭
郡
国
頭
村
字
与
那
大
袋
一
三
六
一
番
か
ら
同
村

字
与
那
大
袋
一
三
五
九
番
ま
で

前後

四
七
・
五
〇
〜
五
六
・
九
二

四
七
・
五
〇
〜
六
七
・
七
一

〇
・
〇
一
四

〇
・
〇
一
四

図
面
縦
覧
場
所

沖
縄
総
合
事
務
局
及
び
同
局
北
部
国
道
事
務
所

〇
国
土
交
通
省
告
示
第
三
百
四
十
六
号

港
湾
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
十
八
号
）
第
四
十
八
条
の
四
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
令
和
六
年
国
土
交

通
省
告
示
第
六
十
八
号
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
四
月
三
十
日

国
土
交
通
大
臣
臨
時
代
理

国
務
大
臣

浅
尾
慶
一
郎





国
会
事
項

人
事
異
動

令和年月日 水曜日 第号官 報

衆

議

院

法
律
公
布
奏
上
通
知
書
受
領

四
月
二
十
五
日
参
議
院
議
長
か
ら
、
次
の
法
律
の
公
布

を
奏
上
し
た
旨
の
通
知
書
を
受
領
し
た
。

船
員
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

漁
業
災
害
補
償
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

情
報
処
理
の
促
進
に
関
す
る
法
律
及
び
特
別
会
計
に
関

す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

議
案
通
知
書
受
領

四
月
二
十
五
日
参
議
院
か
ら
、
本
院
の
送
付
し
た
次
の

内
閣
提
出
案
を
可
決
し
た
旨
の
通
知
書
を
受
領
し
た
。

船
員
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

漁
業
災
害
補
償
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

情
報
処
理
の
促
進
に
関
す
る
法
律
及
び
特
別
会
計
に
関

す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

質
問
書
提
出

四
月
二
十
五
日
議
員
か
ら
提
出
し
た
質
問
主
意
書
は
次

の
と
お
り
で
あ
る
。

育
児
・
介
護
休
業
法
等
の
改
正
に
あ
わ
せ
た
駐
留
軍
等

労
働
者
を
対
象
と
す
る
制
度
整
備
に
関
す
る
質
問
主
意

書
（
屋
良
朝
博
提
出
）

外
国
資
本
に
よ
る
森
林
取
得
と
水
資
源
の
利
用
に
関
す

る
質
問
主
意
書
（
今
井
雅
人
提
出
）

質
問
書
転
送

四
月
二
十
五
日
次
の
質
問
主
意
書
を
内
閣
に
転
送
し

た
。太

陽
光
発
電
設
備
の
安
全
性
に
関
す
る
質
問
主
意
書

米
政
策
に
関
す
る
質
問
主
意
書

が
ん
検
診
の
新
技
術
に
関
す
る
質
問
主
意
書

山
林
火
災
の
消
火
活
動
に
海
水
を
利
用
す
る
こ
と
に
関

す
る
質
問
主
意
書

子
ど
も
の
自
殺
防
止
に
関
す
る
質
問
主
意
書

難
民
認
定
申
請
者
の
保
護
に
関
す
る
質
問
主
意
書

ビ
ー
ル
製
造
免
許
及
び
発
泡
酒
製
造
免
許
を
有
す
る
小

規
模
事
業
者
の
実
態
に
係
る
国
税
庁
の
保
有
す
る
情
報

の
開
示
に
関
す
る
質
問
主
意
書

日
本
の
成
人
向
け
映
像
コ
ン
テ
ン
ツ
に
よ
る
外
貨
獲
得

の
機
会
損
失
と
海
賊
版
対
策
に
関
す
る
質
問
主
意
書

統
合
型
リ
ゾ
ー
ト
（
Ｉ
Ｒ
）
開
設
に
伴
う
性
風
俗
産
業

及
び
感
染
症
対
策
等
に
関
す
る
質
問
主
意
書

Ｎ
Ｈ
Ｋ
に
関
す
る
質
問
主
意
書

答
弁
書
受
領

四
月
二
十
五
日
内
閣
か
ら
次
の
答
弁
書
を
受
領
し
た
。

衆
議
院
議
員

幡
愛
提
出
す
べ
て
の
職
業
の
尊
厳
に
対

す
る
政
府
の
認
識
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

衆
議
院
議
員
松
原
仁
提
出
海
底
ケ
ー
ブ
ル
の
防
護
に
関

す
る
再
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

衆
議
院
議
員
松
原
仁
提
出
ト
ラ
ン
プ
関
税
を
め
ぐ
る
対

米
交
渉
に
お
け
る
政
府
保
有
の
米
国
債
の
取
扱
い
に
関

す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

衆
議
院
議
員
松
原
仁
提
出
シ
ャ
ド
ー
フ
リ
ー
ト
（
影
の

船
団
）
へ
の
制
裁
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

衆
議
院
議
員
松
原
仁
提
出
相
続
税
に
関
す
る
質
問
に
対

す
る
答
弁
書

衆
議
院
議
員
水
沼
秀
幸
提
出
オ
ン
ラ
イ
ン
カ
ジ
ノ
に
お

け
る
ポ
イ
ン
ト
還
元
制
度
お
よ
び
資
金
決
済
の
あ
り
方

に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

衆
議
院
議
員
山
井
和
則
提
出
特
別
支
援
教
育
に
直
接
従

事
す
る
教
員
に
支
給
さ
れ
る
給
料
の
調
整
額
に
関
す
る

質
問
に
対
す
る
答
弁
書

衆
議
院
議
員
岡
野
純
子
提
出
社
会
保
障
分
野
に
お
け
る

公
定
価
格
の
地
域
区
分
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁

書衆
議
院
議
員
屋
良
朝
博
提
出
医
療
機
関
へ
の
支
援
に
係

る
二
〇
二
四
年
度
補
正
予
算
及
び
い
わ
ゆ
る
重
点
支
援

地
方
交
付
金
の
活
用
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

衆
議
院
議
員
五
十
嵐
え
り
提
出
二
〇
二
四
年
十
二
月
に

国
際
連
合
総
会
で
採
択
さ
れ
た
サ
イ
バ
ー
犯
罪
条
約
に

関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

報
告
書
及
び
文
書
受
領

四
月
二
十
五
日
内
閣
か
ら
次
の
報
告
書
及
び
文
書
を
受

領
し
た
。

中
小
企
業
基
本
法
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く

「
令
和
六
年
度
中
小
企
業
の
動
向
」
に
関
す
る
報
告

中
小
企
業
基
本
法
第
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く

「
令
和
七
年
度
中
小
企
業
施
策
」
に
つ
い
て
の
文
書

小
規
模
企
業
振
興
基
本
法
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に

基
づ
く
「
令
和
六
年
度
小
規
模
企
業
の
動
向
」
に
関
す

る
報
告

小
規
模
企
業
振
興
基
本
法
第
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に

基
づ
く
「
令
和
七
年
度
小
規
模
企
業
施
策
」
に
つ
い
て

の
文
書

参

議

院

議
案
提
出

四
月
二
十
五
日
議
員
か
ら
次
の
議
案
が
提
出
さ
れ
た
。

労
働
安
全
衛
生
法
及
び
特
定
受
託
事
業
者
に
係
る
取
引

の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

案
（
石
橋
通
宏
外
二
名
発
議
）（
参
第
七
号
）

議
案
付
託

四
月
二
十
五
日
議
長
は
、
衆
議
院
送
付
の
次
の
内
閣
提

出
案
を
委
員
会
に
付
託
し
た
。

災
害
対
策
基
本
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣

法
第
一
七
号
）

災
害
対
策
特
別
委
員
会
に
付
託

議
決
通
知

四
月
二
十
五
日
本
院
は
、
衆
議
院
送
付
の
次
の
内
閣
提

出
案
を
可
決
し
た
旨
衆
議
院
に
通
知
し
た
。

船
員
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

漁
業
災
害
補
償
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

情
報
処
理
の
促
進
に
関
す
る
法
律
及
び
特
別
会
計
に
関

す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

質
問
主
意
書
提
出

四
月
二
十
五
日
議
員
か
ら
次
の
質
問
主
意
書
が
提
出
さ

れ
た
。

原
発
避
難
計
画
策
定
に
係
る
会
議
の
議
事
録
作
成
及
び

公
開
に
関
す
る
質
問
主
意
書
（
山
本
太
郎
提
出
）（
第
一

〇
六
号
）

質
問
主
意
書
転
送

四
月
二
十
五
日
次
の
質
問
主
意
書
を
内
閣
に
転
送
し

た
。日

中「
友
好
交
流
」を
通
じ
た
地
方
自
治
体
・
青
少
年
・

メ
デ
ィ
ア
等
に
対
す
る
中
国
の
統
一
戦
線
工
作
・
影
響

力
工
作
に
関
す
る
質
問
主
意
書
（
神
谷
宗
幣
提
出
）（
第

一
〇
四
号
）

雇
用
保
険
に
未
取
得
状
態
の
労
働
者
に
お
け
る
「
一
週

間
の
所
定
労
働
時
間
」
の
算
定
に
関
す
る
質
問
主
意
書

（
浜
田
聡
提
出
）（
第
一
〇
五
号
）

答
弁
書
受
領

四
月
二
十
五
日
内
閣
か
ら
次
の
答
弁
書
を
受
領
し
た
。

参
議
院
議
員
浜
田
聡
提
出
我
が
国
の
自
動
消
火
設
備
が

ガ
ラ
パ
ゴ
ス
化
し
て
い
る
可
能
性
等
に
関
す
る
質
問
に

対
す
る
答
弁
書
（
第
九
六
号
）

参
議
院
議
員
神
谷
宗
幣
提
出
戦
後
八
十
年
に
際
す
る
政

府
の
対
応
及
び
有
識
者
会
議
の
在
り
方
に
関
す
る
質
問

に
対
す
る
答
弁
書
（
第
九
七
号
）

参
議
院
議
員
浜
田
聡
提
出
「
赤
字
で
あ
る
こ
と
」
を
医

療
法
人
設
立
の
不
認
可
要
件
と
す
る
法
的
根
拠
等
に
関

す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書
（
第
九
八
号
）

参
議
院
議
員
浜
田
聡
提
出
公
立
病
院
へ
の
繰
出
金
の
根

拠
と
公
平
性
に
関
す
る
再
質
問
に
対
す
る
答
弁
書
（
第

九
九
号
）

報
告
書
提
出

四
月
二
十
五
日
委
員
長
か
ら
次
の
報
告
書
を
提
出
し

た
。地

域
の
自
主
性
及
び
自
立
性
を
高
め
る
た
め
の
改
革
の

推
進
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律

案
（
閣
法
第
三
五
号
）
審
査
報
告
書

法
律
公
布
奏
上
及
び
通
知

四
月
二
十
五
日
次
の
法
律
の
公
布
を
奏
上
し
、
そ
の
旨

衆
議
院
に
通
知
し
た
。

船
員
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

漁
業
災
害
補
償
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

情
報
処
理
の
促
進
に
関
す
る
法
律
及
び
特
別
会
計
に
関

す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

報
告
書
及
び
文
書
受
領

四
月
二
十
五
日
内
閣
か
ら
、
中
小
企
業
基
本
法
第
十
一

条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
「
令
和
六
年
度
中
小
企
業
の

動
向
」
に
関
す
る
報
告
及
び
同
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ

く
「
令
和
七
年
度
中
小
企
業
施
策
」
に
つ
い
て
の
文
書
を

受
領
し
た
。

ま
た
、
同
日
内
閣
か
ら
、
小
規
模
企
業
振
興
基
本
法
第

十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
「
令
和
六
年
度
小
規
模

企
業
の
動
向
」
に
関
す
る
報
告
及
び
同
条
第
二
項
の
規
定

に
基
づ
く
「
令
和
七
年
度
小
規
模
企
業
施
策
」
に
つ
い
て

の
文
書
を
受
領
し
た
。

内

閣

財
務
官

三
村

淳

（
大
臣
官
房
参
事
官
）
財
務
事
務
官

藤
井

大
輔

（
ア
ジ
ア
開
発
銀
行
理
事
）
同

清
水

茂
夫

ア
ジ
ア
開
発
銀
行
総
務
会
第
五
十
八
回
年
次
会
合
臨
時
総

務
代
理
た
る
日
本
政
府
代
表
代
理
を
命
ず
る

期
間
は
令
和
七
年
五
月
二
十
一
日
ま
で
と
す
る
（
各
通
）

（
四
月
二
十
五
日
）





皇 室 事 項

官 庁 報 告

令
和

年

月


日
水
曜
日

第




号

官
報

国 家 試 験

電線共同溝の整備等に関する特別措置法（平成
７年法律第39号）第３条第１項の規定に基づき電
線共同溝を整備すべき道路を指定したので、同条
第４項の規定に基づき次のとおり公示する。
令和７年４月 30 日

九州地方整備局長 森田 康夫
道路の種類 路線名 区 間
一般国道 210号 大分市大字横瀬字深田二二

四一番三から同市大字横瀬
字高木四七九番一までの上
下線

令和７年度全国通訳案内士試験公示
通訳案内士法（昭和24年法律第210号）第８条

の規定による令和７年度全国通訳案内士試験を次
のとおり実施することとしたので、通訳案内士法
施行規則（昭和24年運輸省令第27号）第２条の規
定に基づき、公示する。
令和７年４月 30 日

観光庁長官 秡川 直也
１ 試験科目
 筆記試験
 外国語（英語、フランス語、スペイン語、
ドイツ語、中国語、イタリア語、ポルトガ
ル語、ロシア語、韓国語及びタイ語）（全言
語マークシート方式）
英語、フランス語、スペイン語、ドイツ
語、中国語、イタリア語、ポルトガル語、
ロシア語、韓国語及びタイ語のうち、受験
者の選択する一カ国語（ただし、今年度一
つの外国語科目が免除となり、併せて他の
外国語科目の受験を希望する場合又は二つ
の外国語科目が免除となる場合は二カ国語
の申請を可能とする。）
 日本地理（マークシート方式）
 日本歴史（マークシート方式）
 産業、経済、政治及び文化に関する一般
常識（マークシート方式）
 通訳案内の実務（マークシート方式）
 口述試験
通訳案内の実務（筆記試験で選択した外国
語による通訳案内の現場で必要とされるコ
ミュニケーションを図るための実践的な能
力）

 口述試験
受験資格 筆記試験に合格した者
試験期日 令和７年12月14日（日）
試験場所 英語、中国語及び韓国語につい
ては、東京近郊、大阪近郊及び福岡市（英語、
中国語又は韓国語の受験者で筆記試験を東京
近郊、大阪近郊又は福岡市で受験した者は当
該受験場所と同一の地域で口述試験を受験し
なければならない。）
英語、中国語及び韓国語以外の外国語につ
いては、東京近郊
試験場所及び試験時間は、筆記試験の合格
通知の後、合格者にマイページで通知する。
合格者の発表 令和８年２月６日（金）（予
定）に、合格者の氏名を官報で公示する。ま
た、マイページで合否を通知する。
合格者には全国通訳案内士試験合格証書

を、不合格者のうち筆記試験に合格した者に
は筆記試験合格証書を、それぞれマイページ
で交付する。

法 務 省

検 事 武 田 純 一

同 橋 本 映 司 同 早 川 由 規

同 矢 野 諭

令 和 七 年 司 法 試 験 考 査 委 員 に 併 任 す る

併 任 の 期 間 は 令 和 八 年 三 月 三 十 一 日 ま で と す る

令 和 七 年 司 法 試 験 予 備 試 験 考 査 委 員 に 併 任 す る

併 任 の 期 間 は 令 和 八 年 二 月 二 十 八 日 ま で と す る

（ 各 通 ）
同 植 松 秀 治 同 庄 野 啓 子

令 和 七 年 司 法 試 験 予 備 試 験 考 査 委 員 に 併 任 す る

併 任 の 期 間 は 令 和 八 年 二 月 二 十 八 日 ま で と す る

（ 各 通 ）
同 石 川 雄 一 郎 同 川 井 啓 史

同 近 嵐 晃 司 同 松 尾 円

令 和 七 年 司 法 試 験 考 査 委 員 の 併 任 を 解 除 す る

令 和 七 年 司 法 試 験 予 備 試 験 考 査 委 員 の 併 任 を 解 除

す る （ 各 通 ）

同 秋 間 俊 一

令 和 七 年 司 法 試 験 予 備 試 験 考 査 委 員 の 併 任 を 解 除

す る （ 以 上 四 月 二 十 八 日 ）

御 祝 電
天 皇 陛 下 は 、 オ ラ ン ダ 国 王 陛 下 の 御 誕 生 日 に つ

き 、 四 月 二 十 五 日 御 祝 電 を 発 せ ら れ た 。

天 皇 陛 下 は 、 ト ー ゴ の 独 立 記 念 日 に つ き 、 四 月

二 十 五 日 同 国 大 統 領 閣 下 へ 御 祝 電 を 発 せ ら れ た 。

天 皇 陛 下 は 、 南 ア フ リ カ 共 和 国 の 国 祭 日 に つ き 、

四 月 二 十 五 日 同 国 大 統 領 閣 下 へ 御 祝 電 を 発 せ ら れ

た 。

官 庁 事 項

九州地方整備局公示
電線共同溝の整備等に関する特別措置法（平成
７年法律第39号）第３条第１項の規定に基づき電
線共同溝を整備すべき道路を指定したので、同条
第４項の規定に基づき次のとおり公示する。
令和７年４月 30 日

九州地方整備局長 森田 康夫
道路の種類 路線名 区 間
一般国道 10号 大分市大字神崎字下り松

308番１から同市生石港町
二丁目29番１までの上下線

３ 受験手続
 受験願書受付期間及び受付方法
令和７年６月２日（月）から同年７月10日
（木）まで（予定）とし、電子申請にて受け
付ける。ただし、試験の一部免除申請書類の
うち、独立行政法人大学入試センター（以下
「大学入試センター」という。）が発行する開
封無効の成績証明（４及び関係）のみ、
別途郵送にて提出することとする。
 受験手数料

受験手数料14850円（二カ国語受験の場合
は29700円）をクレジットカード決済又はコ
ンビニエンス・ストアでの払込みにより全国
通訳案内士試験事務局を通じて独立行政法人
国際観光振興機構に納付する。なお、受験手
数料は、受理した後は返還しない。
 大学入試センターが発行する開封無効の成
績証明（４及びに係る免除申請書類）の
郵送先・問合せ先
〒2770831 千葉県柏市根戸206３北柏

ビル２Ｆ 全国通訳案内士試験事務局
（電話番号）0471316200
（受付時間：午前10時から午後５時まで（土
曜日、日曜日及び祝日並びに年末年始を除
く。））

４ 試験の一部免除
 令和６年度全国通訳案内士試験（以下「前
年度試験」という。）のうち、筆記試験科目を
受験して合格し、口述試験に不合格であった
者及び口述試験を受験しなかった者について
は、令和７年度全国通訳案内士試験（以下「当
年度試験」という。）のうち筆記試験を願いに
より免除する。
 一の外国語による全国通訳案内士試験に合
格した者が、他の外国語による当年度試験を
受験する場合は、筆記試験科目のうち日本
地理、日本歴史、産業、経済、政治及び
文化に関する一般常識及び通訳案内の実務
を願いにより免除する。ただし、平成29年度
以前に合格した者が、通訳案内の実務の免
除を受けるためには、当該科目に関して観光
庁長官が行う研修を修了することを要する。
 前年度試験の筆記試験のうち一部の科目に
ついて合格点を得た者については、当年度試
験に限り、当該科目を願いにより免除する。

２ 受験資格、試験期日、試験場所及び合格者の
発表
 筆記試験
受験資格 年齢、性別、学歴、国籍その他
の制限はない。
試験期日 令和７年８月17日（日）
 外国語：午前11時から午後０時30分
までの90分間
 日本地理：午後１時40分から午後２
時10分までの30分間
 日本歴史：午後２時40分から午後３
時10分までの30分間
 産業、経済、政治及び文化に関する
一般常識：午後３時40分から午後４時
までの20分間
 通訳案内の実務：午後４時30分から
午後４時50分までの20分間

試験場所 札幌市、仙台市、東京近郊、名
古屋市、大阪近郊、広島市、福岡市及び沖縄
県
試験場所は、受験票交付（ウェブ上に設定
する個人ページ（以下「マイページ」という。）
にて交付）の際に受験者に通知する。
合格者の発表 令和７年９月26日（金）（予
定）に、マイページで合否を通知する。なお、
不合格者のうち一部の科目について合格点を
得た者にはマイページで当該科目を通知す
る。
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 一の外国語による地域限定通訳案内士試験
に合格した者が、当該外国語による当年度試
験を受験する場合は、筆記試験科目のうち
外国語を願いにより免除する。
 旅行業法（昭和27年法律第239号）第11条
の３第２項に規定する総合旅行業務取扱管理
者試験又は国内旅行業務取扱管理者試験に合
格した者（一般旅行業務取扱主任者試験及び
国内旅行業務取扱主任者試験合格者並びに一
般旅行業務取扱主任者認定証保有者及び国内
旅行業務取扱主任者認定証保有者を含む。）に
ついては、当年度試験のうち筆記試験科目の
日本地理を願いにより免除する。
 公益財団法人日本英語検定協会が実施する
実用英語技能検定の１級に合格した者につい
ては、当年度試験のうち筆記試験科目の外
国語（英語に限る。）を願いにより免除する。
 Educational Testing Serviceが制作する
TOEIC Listening & Reading Test（公開テ
ストに限る。）について900点以上、TOEIC
Speaking Test（公開テストに限る。）につい
て160点以上又はTOEICWriting Test（公開
テストに限る。）について170点以上を得た者
（当該得点を得たテストの行われた日の属す
る年度又は当該年度の翌年度に実施される全
国通訳案内士試験を受ける者に限る。）につい
ては、当年度試験のうち筆記試験科目の外
国語（英語に限る。）を願いにより免除する。
 公益財団法人フランス語教育振興協会が実
施する実用フランス語技能検定試験の１級に
合格した者については、当年度試験のうち筆
記試験科目の外国語（フランス語に限る。）
を願いにより免除する。

 国家中国語能力試験推進委員会が制作する
華語文能力測験（ＴＯＣＦＬ）のLevel６精
通級（Ｃ２）に合格した者については、当年
度試験のうち筆記試験科目の外国語（中国
語に限る。）を願いにより免除する。
 特定非営利活動法人イタリア語検定協会が
実施する実用イタリア語検定の１級に合格し
た者については、当年度試験のうち筆記試験
科目の外国語（イタリア語に限る。）を願い
により免除する。
 特定非営利活動法人ハングル能力検定協会
が実施する「ハングル」能力検定試験の１級
に合格した者については、当年度試験のうち
筆記試験科目の外国語（韓国語に限る。）を
願いにより免除する。
 大韓民国国立国際教育院が制作する韓国語
能力試験の６級に合格した者については、当
年度試験のうち筆記試験科目の外国語（韓
国語に限る。）を願いにより免除する。
 歴史能力検定協会が実施する歴史能力検定
の日本史１級又は日本史２級に合格した者に
ついては、当年度試験のうち筆記試験科目の
日本歴史を願いにより免除する。
 独立行政法人大学入試センター法（平成11
年法律第166号）第13条第１項第１号の試験
の日本史Ｂ又は旧日本史Ｂについて60点以上
を得た者（当該得点を得た試験の行われた日
の属する年度又は当該年度の末日から起算し
て５年以内に実施される全国通訳案内士試験
を受ける者に限る。）については、当年度試験
のうち筆記試験の日本歴史を願いにより免
除する。

 公益財団法人日本スペイン協会が実施する
スペイン語技能検定の１級に合格した者につ
いては、当年度試験のうち筆記試験科目の
外国語（スペイン語に限る。）を願いにより免
除する。
 Instituto Cervantesが制作するＤＥＬＥの
Ｃ１若しくはＣ２又はSuperiorに合格した者
については、当年度試験のうち筆記試験科目
の外国語（スペイン語に限る。）を願いによ
り免除する。

 公益財団法人ドイツ語学文学振興会が実施
するドイツ語技能検定試験の１級に合格した
者については、当年度試験のうち筆記試験科
目の外国語（ドイツ語に限る。）を願いによ
り免除する。
 一般財団法人日本中国語検定協会が実施す
る中国語検定試験の１級に合格した者につい
ては、当年度試験のうち筆記試験科目の外
国語（中国語に限る。）を願いにより免除する。
 教育部中外語言交流合作中心が制作する中
文水平考試について６級180点以上又は高等
試験について９級以上の資格を有する者につ
いては、当年度試験のうち筆記試験科目の
外国語（中国語に限る。）を願いにより免除す
る。

 独立行政法人大学入試センター法第13条第
１項第１号の試験の現代社会又は旧現代社会
について80点以上を得た者（当該得点を得た
試験の行われた日の属する年度又は当該年度
の末日から起算して５年以内に実施される全
国通訳案内士試験を受ける者に限る。）につい
ては、当年度試験のうち筆記試験の産業、
経済、政治及び文化に関する一般常識を願い
により免除する。
 からまでの免除を受けようとする者
は、電子申請時にその旨を申請しなければな
らない。その際、又はからまでの免除
を受けようとする者は、当該免除の対象者で
あることを証する書面をＰＤＦにしてマイ
ページにアップロードしなければならない。
大学入試センターが発行する開封無効の成
績証明（４及びに係る免除申請書類）に
ついては、別途郵送すること。
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諸 事 項

建設業の許可の取消処分の公告
建設業法（昭和24年法律第100号）第29条第１

項の規定による処分をしたので、同法第29条の５
第１項の規定に基づき、次のとおり公告する。
令和７年４月 30 日

東北地方整備局長 西村 拓
１ 処分をした年月日 令和７年４月３日
２ 被処分者の商号、代表者の氏名、主たる営業
所の所在地及び許可番号 株式会社住建トレー
ディング 工藤 源聖 秋田県秋田市楢山川口
境７番19号 国土交通大臣許可（特04）第
27031号
３ 処分の内容 建設業法第29条第１項に基づく
許可の取消し（管工事業、造園工事業に関する
特定建設業の許可）
４ 処分の原因となった事実 令和７年４月３日
付けで建設業法第12条（第17条において準用す
る場合を含む。）の規定による廃業の届出があ
り、このことが同法第29条第１項第５号に該当
する。

建設業法（昭和24年法律第100号）第29条第１
項の規定による処分をしたので、同法第29条の５
第１項の規定に基づき、次のとおり公告する。
令和７年４月 30 日

東北地方整備局長 西村 拓
１ 処分をした年月日 令和７年４月９日
２ 被処分者の商号、代表者の氏名、主たる営業
所の所在地及び許可番号 東日本エンジニアリ
ング株式会社 荒木 友宏 山形県山形市流通
センター２10５ 国土交通大臣許可（般・
特04）第20060号
３ 処分の内容 建設業法第29条第１項に基づく
許可の取消し（電気工事業に関する特定建設業
の許可）
４ 処分の原因となった事実 令和７年３月17日
付けで建設業法第12条（第17条において準用す
る場合を含む。）の規定による廃業の届出があ
り、このことが同法第29条第１項第５号に該当
する。

相続財産清算人の選任及び相
続権主張の催告
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失踪に関する届出の催告

公 示 催 告
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失 踪 宣 告

失踪宣告取消

破産手続開始
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破産手続開始及び免責許可申
立てに関する意見申述期間
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及び免責許可申立てに関する
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破産手続廃止
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債権者集会招集

書面による計算報告

特別清算開始
令和７年（ヒ）第１００２号
山形県上山市蔵王の森16番地
清算株式会社 ライスフラワーテクノ株式会社
代表清算人 尾形 幸広
１ 決定年月日 令和７年４月15日
２ 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を
命ずる。

山形地方裁判所民事部
令和７年（ヒ）第３号
新潟市中央区上所１丁目１番24号 Ｎビル４
階 とやの総合法律事務所内
清算株式会社 とやの清算第三株式会社
代表清算人 太田 竜
１ 決定年月日 令和７年４月15日
２ 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を
命ずる。

新潟地方裁判所民事部

更生計画案提出期間の伸長
令和６年（ミ）第１３号
鹿児島県鹿児島市東千石町２番30号
更生会社 株式会社エヌシーガイドショップ
主文 管財人が更生計画案を提出すべき期間の終
期を令和７年９月12日と、更生会社、届出をし
た更生債権者等又は株主が更生計画案を提出す
ることができる期間の終期を令和７年９月５日
と、それぞれ変更する。
令和７年４月11日

東京地方裁判所民事第20部

更生債権等の一般調査期間変更
令和６年（ミ）第１３号
鹿児島県鹿児島市東千石町２番30号
更生会社 株式会社エヌシーガイドショップ
主文 更生債権等の一般調査期間を令和７年８月
22日から令和７年８月29日までと変更する。
令和７年４月11日

東京地方裁判所民事第20部

監 督 命 令

再生手続開始

再生手続終結

小規模個人再生による再生手
続開始
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小規模個人再生による書面決
議に付する決定
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給与所得者等再生による再生
手続開始

給与所得者等再生による再生
計画案についての意見聴取

給与所得者等再生による再生
計画認可

所有者不明土地及び建物管理
命令に関する異議の催告
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所有者不明土地管理命令に関
する異議の催告

合 併 公 告

左 記 会 社 は 合 併 し て 甲 は 乙 の 権 利 義 務 全 部 を 承

継 し て 存 続 し 乙 は 解 散 す る こ と に い た し ま し た 。

こ の 合 併 に 対 し 異 議 の あ る 債 権 者 は 、 本 公 告 掲

載 の 翌 日 か ら 一 箇 月 以 内 に お 申 し 出 下 さ い 。

な お 、 最 終 貸 借 対 照 表 の 開 示 状 況 は 次 の と お り

で す 。

（ 甲 ） 確 定 し た 最 終 事 業 年 度 は あ り ま せ ん 。

（ 乙 ） 計 算 書 類 の 公 告 義 務 は あ り ま せ ん 。

令 和 七 年 四 月 三 十 日

埼 玉 県 川 口 市 大 字 安 行 北 谷 五 六 四 番 地 の 二

（ 甲 ） 株 式 会 社 タ イ セ イ

代 表 取 締 役 鎌 田 金 治

埼 玉 県 川 口 市 大 字 安 行 北 谷 五 五 八 番 地 三

（ 乙 ） 有 限 会 社 み ど り 野 住 研

取 締 役 鎌 田 稔

合 併 公 告

左 記 会 社 は 合 併 し て 甲 は 乙 の 権 利 義 務 全 部 を 承

継 し て 存 続 し 乙 は 解 散 す る こ と に い た し ま し た 。

こ の 合 併 に 対 し 異 議 の あ る 債 権 者 は 、 本 公 告 掲

載 の 翌 日 か ら 一 箇 月 以 内 に お 申 し 出 下 さ い 。

な お 、 最 終 貸 借 対 照 表 の 開 示 状 況 は 次 の と お り

で す 。

（ 甲 ） 掲 載 紙 官 報

掲 載 の 日 付 令 和 七 年 四 月 二 十 四 日

掲 載 頁 七 十 二 頁 （ 号 外 第 九 十 二 号 ）

（ 乙 ） 掲 載 紙 官 報

掲 載 の 日 付 令 和 六 年 十 一 月 六 日

掲 載 頁 五 十 八 頁 （ 号 外 第 二 六 〇 号 ）

令 和 七 年 四 月 三 十 日

東 京 都 葛 飾 区 水 元 三 丁 目 一 四 番 一 五 号

（ 甲 ） 株 式 会 社 愛 寿 物 流

代 表 取 締 役 岡 田 優 真

埼 玉 県 八 潮 市 大 瀬 三 丁 目 一 番 地 二 サ ン ラ イ

ズ シ バ 三 Ｆ （ 乙 ） 株 式 会 社 國 菜 サ ー ビ ス

代 表 取 締 役 岡 田 優 真

会 社 そ の 他 の 公 告

合 併 公 告

左 記 会 社 は 合 併 し て 甲 は 乙 及 び 丙 の 権 利 義 務 全

部 を 承 継 し て 存 続 し 乙 及 び 丙 は 解 散 す る こ と に い

た し ま し た 。

こ の 合 併 に 対 し 異 議 の あ る 債 権 者 は 、 本 公 告 掲

載 の 翌 日 か ら 一 箇 月 以 内 に お 申 し 出 下 さ い 。

な お 、 最 終 貸 借 対 照 表 の 開 示 状 況 は 次 の と お り

で す 。

（ 甲 ） 掲 載 紙 官 報

掲 載 の 日 付 令 和 六 年 八 月 九 日

掲 載 頁 七 十 四 頁 （ 号 外 第 一 八 八 号 ）

（ 乙 ） 掲 載 紙 官 報

掲 載 の 日 付 令 和 六 年 八 月 九 日

掲 載 頁 七 十 四 頁 （ 号 外 第 一 八 八 号 ）

（ 丙 ） 掲 載 紙 官 報

掲 載 の 日 付 令 和 六 年 八 月 九 日

掲 載 頁 七 十 四 頁 （ 号 外 第 一 八 八 号 ）

令 和 七 年 四 月 三 十 日

東 京 都 国 分 寺 市 本 町 四 丁 目 一 二 番 一 号

（ 甲 ） 株 式 会 社 Ｏ ｌ ｙ ｍ ｐ ｉ ｃ

代 表 取 締 役 大 下 内 徹

東 京 都 国 分 寺 市 本 町 四 丁 目 一 二 番 一 号

（ 乙 ） 株 式 会 社 Ｏ Ｓ Ｃ ミ ー ト

代 表 取 締 役 大 下 内 徹

東 京 都 国 分 寺 市 本 町 四 丁 目 一 二 番 一 号

（ 丙 ） 株 式 会 社 Ｏ Ｓ Ｃ フ ィ ッ シ ュ

代 表 取 締 役 大 下 内 徹




令和年月日 水曜日 第号官 報
合
併
公
告

左
記
会
社
は
合
併
し
て
甲
は
乙
、
丙
及
び
丁
の
権
利
義

務
全
部
を
承
継
し
て
存
続
し
乙
、
丙
及
び
丁
は
解
散
す
る

こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
合
併
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
こ
の
合
併
に
伴
い
、
甲
は
そ
の
商
号
を
株
式
会

社
Ｙ
Ｍ
Ｆ
Ｇ
グ
ロ
ー
ス
パ
ー
ト
ナ
ー
ズ
に
変
更
し
ま
す
。

最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り
で
す
。

（
甲
）
掲
載
紙

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
六
年
七
月
二
十
九
日

掲
載
頁

六
二
頁
（
号
外
第
一
七
九
号
）

（
乙
）
掲
載
紙

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
六
年
七
月
一
日

掲
載
頁

二
二
四
頁
（
号
外
第
一
五
八
号
）

（
丙
）
掲
載
紙

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
六
年
七
月
十
二
日

掲
載
頁

一
〇
七
頁
（
号
外
第
一
六
七
号
）

（
丁
）
掲
載
紙

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
六
年
七
月
一
日

掲
載
頁

一
四
一
頁
（
号
外
第
一
五
八
号
）

令
和
七
年
四
月
三
十
日

山
口
県
下
関
市
竹
崎
町
四
丁
目
二
番
三
六
号

（
甲
）
株
式
会
社
ワ
イ
エ
ム
ラ
イ
フ
プ
ラ
ン
ニ

ン
グ

代
表
取
締
役

吾
郷

寛
之

山
口
県
下
関
市
竹
崎
町
四
丁
目
七
番
二
四
号

（
乙
）
ワ
イ
エ
ム
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
株
式
会
社

代
表
取
締
役

村
岡

健
二

山
口
県
下
関
市
竹
崎
町
四
丁
目
二
番
三
六
号

（
丙
）
株
式
会
社
デ
ー
タ
・
キ
ュ
ー
ビ
ッ
ク

代
表
取
締
役

多
賀
本
悠
介

山
口
県
下
関
市
竹
崎
町
四
丁
目
二
番
三
六
号

（
丁
）
株
式
会
社
Ｙ
Ｍ
キ
ャ
リ
ア

代
表
取
締
役

大
賀

慎
也

吸
収
分
割
公
告

左
記
会
社
は
吸
収
分
割
し
て
甲
は
乙
の
人
材
事
業
に
関

す
る
権
利
義
務
を
承
継
し
乙
は
そ
れ
を
承
継
さ
せ
る
こ
と

に
い
た
し
ま
し
た
の
で
公
告
し
ま
す
。

こ
の
会
社
分
割
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公

告
掲
載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

（
甲
）
確
定
し
た
最
終
事
業
年
度
は
あ
り
ま
せ
ん
。

（
乙
）
掲
載
紙

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
六
年
十
月
二
十
三
日

掲
載
頁

一
二
四
頁
（
号
外
第
二
四
八
号
）

令
和
七
年
四
月
三
十
日

東
京
都
新
宿
区
西
新
宿
八
丁
目
二
番
五
号

（
甲
）株

式
会
社
ee
lin
k

代
表
取
締
役

比
嘉

正
智

東
京
都
新
宿
区
北
新
宿
二
丁
目
二
一
番
一
号

（
乙
）
株
式
会
社
エ
ス
コ

代
表
取
締
役

安
西

裕

吸
収
分
割
公
告

当
社
（
甲
）
は
、
吸
収
分
割
に
よ
り
、
株
式
会
社
モ
ス

（
乙
、
岡
山
市
中
区
藤
原
光
町
一
丁
目
一
五
番
三
号
）
の

ケ
ア
サ
ー
ビ
ス
に
お
け
る
福
祉
用
具
貸
与
事
業
、
福
祉
用

具
販
売
事
業
及
び
住
宅
改
修
事
業
に
関
す
る
権
利
義
務
を

承
継
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。
こ
の
会
社
分
割
に
対

し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
一

箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。
な
お
、
最
終
貸
借
対
照

表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り
で
す
。

（
甲
）h
ttp
s://w

w
w
.y
co
.co
.jp

（
乙
）h

ttp
s://w

w
w
.y
co
.co
.jp

令
和
七
年
四
月
三
十
日

静
岡
県
島
田
市
中
河
七
三
七
番
地

株
式
会
社
ヤ
マ
シ
タ

代
表
取
締
役

山
下

和
洋

組
織
変
更
公
告

当
社
は
、
株
式
会
社
に
組
織
変
更
す
る
こ
と
に
い
た
し

ま
し
た
。

効
力
発
生
日
は
令
和
七
年
六
月
二
日
で
あ
り
、
組
織
変

更
後
の
商
号
は
株
式
会
社
ｄ
ｅ
ｕ
ｘ

ｒ
ｉ
ｃ
ｈ
ｅ
と
し

ま
す
。

こ
の
組
織
変
更
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

令
和
七
年
四
月
三
十
日

栃
木
県
宇
都
宮
市
東
宿
郷
二

一
六

一
Ｅ
Ａ
Ｓ

Ｔ
Ｃ
Ｏ
Ｎ
Ｃ
Ｉ
Ｅ
八
〇
一

合
同
会
社
ｄ
ｅ
ｕ
ｘ

ｒ
ｉ
ｃ
ｈ
ｅ

代
表
社
員

矢
部

博
明

組
織
変
更
公
告

当
社
は
、
株
式
会
社
に
組
織
変
更
す
る
こ
と
に
い
た
し

ま
し
た
。

こ
の
組
織
変
更
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

令
和
七
年
四
月
三
十
日

千
葉
県
我
孫
子
市
高
野
山
四
六
八
番
地
の
一
八

合
同
会
社
エ
ム
イ
ー

代
表
社
員

関

雄
介

組
織
変
更
公
告

当
社
は
、
株
式
会
社
に
組
織
変
更
す
る
こ
と
に
い
た
し

ま
し
た
。

効
力
発
生
日
は
令
和
七
年
六
月
一
日
で
あ
り
、
組
織
変

更
後
の
商
号
は
株
式
会
社
竹
内
清
藏
商
店
と
し
ま
す
。

こ
の
組
織
変
更
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

令
和
七
年
四
月
三
十
日

神
奈
川
県
横
須
賀
市
上
町
二
丁
目
七
番
地

合
資
会
社
竹
内
清
藏
商
店

代
表
社
員

竹
内

正
晴

組
織
変
更
公
告

当
社
は
、
株
式
会
社
に
組
織
変
更
す
る
こ
と
に
い
た
し

ま
し
た
。

こ
の
組
織
変
更
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

令
和
七
年
四
月
三
十
日

神
奈
川
県
横
浜
市
旭
区
中
希
望
が
丘
一
二
七
番
地
九

サ
ウ
ス
オ
ブ
マ
ー
ケ
ッ
ト
合
同
会
社

代
表
社
員

内
藤

拓
馬

組
織
変
更
公
告

当
社
は
、
株
式
会
社
に
組
織
変
更
す
る
こ
と
に
い
た
し

ま
し
た
。

こ
の
組
織
変
更
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

令
和
七
年
四
月
三
十
日

愛
知
県
岡
崎
市
能
見
通
一
丁
目
六
一
番
地
ウ
メ
ム

ラ
ビ
ル
一
Ｆ

合
同
会
社
ｈ
ａ
ｋ
ｕ
ｔ
ｏ

代
表
社
員

加
藤

玲
於

組
織
変
更
公
告

当
社
は
、
株
式
会
社
に
組
織
変
更
す
る
こ
と
に
い
た
し

ま
し
た
。

こ
の
組
織
変
更
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

令
和
七
年
四
月
三
十
日

大
阪
市
福
島
区
大
開
二
丁
目
一
四
番
七
号

合
同
会
社
忠
誠

代
表
社
員

陳

忠

霊

資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
金
の
額
を
九
千
四
百
万
円
減
少
し
五
百

万
円
と
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

効
力
発
生
日
は
令
和
七
年
六
月
十
六
日
で
あ
り
、
株
主

総
会
の
決
議
は
、
令
和
七
年
四
月
十
四
日
に
終
了
し
て
お

り
ま
す
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
計
算
書
類
の
公
告
義
務
は
あ
り
ま
せ
ん
。

令
和
七
年
四
月
三
十
日

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
大
宮
区
高
鼻
町
三
丁
目
五
九

番
地
二

有
限
会
社
仁
屋

取
締
役

荒
木

文
仁

組
織
変
更
公
告

当
社
は
、
株
式
会
社
に
組
織
変
更
す
る
こ
と
に
い
た
し

ま
し
た
。
組
織
変
更
後
の
商
号
は
株
式
会
社
サ
ン
ラ
イ
ズ

と
し
ま
す
。

こ
の
組
織
変
更
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

令
和
七
年
四
月
三
十
日

愛
知
県
名
古
屋
市
東
区
白
壁
二

三

三

八
〇
六

合
同
会
社
サ
ン
サ
ー
プ
ラ
ス

代
表
社
員

岩
月

淑
香

組
織
変
更
公
告

当
社
は
、
株
式
会
社
に
組
織
変
更
す
る
こ
と
に
い
た
し

ま
し
た
。

こ
の
組
織
変
更
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲
載

の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

令
和
七
年
四
月
三
十
日

名
古
屋
市
名
東
区
香
流
三
丁
目
九
一
一
番
地
の
三

求
美
国
際
合
同
会
社

代
表
社
員

鍾

雪
明

資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
金
の
額
を
四
億
二
千
四
百
七
十
万
円
減

少
し
一
億
円
と
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

掲
載
紙

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
六
年
十
月
二
十
三
日

掲
載
頁

一
三
〇
頁
（
号
外
第
二
四
八
号
）

令
和
七
年
四
月
三
十
日

東
京
都
千
代
田
区
神
田
錦
町
二

二

一

ａ
ｎ
ｙ
株
式
会
社

代
表
取
締
役

吉
田

和
史





令和年月日 水曜日 第号官 報
資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
金
の
額
を
十
万
円
減
少
す
る
こ
と
に
い

た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
確
定
し
た
最
終
事
業
年
度
は
あ
り
ま
せ
ん
。

令
和
七
年
四
月
三
十
日

愛
知
県
名
古
屋
市
中
区
錦
三
丁
目
二

二
四
第
５

グ
ラ
ン
ビ
ル
二
Ｆ

株
式
会
社
グ
ラ
ン
ツ

代
表
取
締
役

葛
西

昭
宏

資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
金
の
額
を
二
千
九
百
八
十
万
円
減
少
し

八
百
五
十
万
円
と
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
計
算
書
類
の
公
告
義
務
は
あ
り
ま
せ
ん
。

令
和
七
年
四
月
三
十
日

京
都
市
右
京
区
京
北
塔
町
郷
蔵
前
七
番
地

有
限
会
社
草
木
山
林

代
表
取
締
役

草
木

延
子

資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
金
の
額
を
二
十
五
万
円
減
少
し
二
十
五

万
円
と
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

令
和
七
年
四
月
三
十
日

熊
本
市
中
央
区
出
水
二
丁
目
二
番
六
八

五
〇
三
号

Ａ
Ｉ
テ
ッ
ク
合
同
会
社

代
表
社
員

井
上

伸
二

準
備
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
準
備
金
の
額
を
一
億
三
千
七
百
八
十
八

万
六
百
七
十
七
円
減
少
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

掲
載
紙

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
三
月
十
四
日

掲
載
頁

三
十
五
頁
（
号
外
第
五
十
二
号
）

令
和
七
年
四
月
三
十
日

札
幌
市
東
区
北
九
条
東
一
丁
目
二
番
一
五
号

株
式
会
社
プ
ラ
ス
ケ
イ

代
表
取
締
役

小
関

聖
人

準
備
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
準
備
金
の
額
を
九
千
九
十
三
万
五
千
百

九
十
八
円
減
少
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

掲
載
紙

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
四
月
十
八
日

掲
載
頁

四
十
七
頁
（
号
外
第
八
十
八
号
）

令
和
七
年
四
月
三
十
日

青
森
市
大
字
野
木
字
山
口
一
六
四
番
地
四
五

松
和
整
備
株
式
会
社

代
表
取
締
役

和
田

龍
志

準
備
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
準
備
金
の
額
を
四
千
二
百
七
十
五
万
円

減
少
、
利
益
準
備
金
の
額
を
四
百
四
十
九
万
六
千
円
減
少

し
、
そ
れ
ぞ
れ
七
百
二
十
五
万
円
、
〇
円
と
す
る
こ
と
に

い
た
し
ま
し
た
。

株
主
総
会
の
決
議
は
令
和
七
年
三
月
十
九
日
に
終
了
し

て
お
り
ま
す
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

h
ttp
://sy
s.ta
d
a
n
o
.co
.jp
/k
essa
n
/to
y
o
/in
d
ex
.

h
tm
l

令
和
七
年
四
月
三
十
日

東
京
都
江
東
区
新
木
場
二
丁
目
八
番
一
〇
号

株
式
会
社
タ
ダ
ノ
テ
ク
ノ
東
日
本

代
表
取
締
役

吉
原

哲
浩

準
備
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
準
備
金
の
額
を
三
十
三
億
六
千
二
百
七

十
七
万
百
二
十
六
円
減
少
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

効
力
発
生
日
は
令
和
七
年
六
月
一
日
で
あ
り
、
株
主
総

会
の
決
議
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
に
終
了
し
て
お
り
ま

す
。こ

の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
確
定
し
た
最
終
事
業
年
度
は
あ
り
ま
せ
ん
。

令
和
七
年
四
月
三
十
日

東
京
都
中
央
区
日
本
橋
兜
町
一
五
番
一
二
号

Ｍ
Ｅ
Ｈ
Ｄ
株
式
会
社

代
表
取
締
役

冨
澤

肇

準
備
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
準
備
金
の
額
を
五
百
万
円
減
少
し
、
一

千
五
百
万
円
と
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

株
主
総
会
の
決
議
は
令
和
七
年
三
月
十
七
日
に
終
了
し

て
お
り
ま
す
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

h
ttp
://sy
s.ta
d
a
n
o
.co
.jp
/k
essa
n
/im
es/in

d
ex
.h
tm
l

令
和
七
年
四
月
三
十
日

東
京
都
墨
田
区
堤
通
一
丁
目
一
九
番
九
号

株
式
会
社
タ
ダ
ノ
ア
イ
メ
ス

代
表
取
締
役

関
根

弘
之

準
備
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
利
益
準
備
金
の
額
を
三
百
万
五
千
六
百
円
減

少
し
、
五
百
万
円
と
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

株
主
総
会
の
決
議
は
令
和
七
年
三
月
十
三
日
に
終
了
し

て
お
り
ま
す
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

h
ttp
://sy
s.ta
d
a
n
o
.co
.jp
/k
essa
n
/k
y
u
tek
u
/

in
d
ex
.h
tm
l

令
和
七
年
四
月
三
十
日

大
阪
府
堺
市
西
区
築
港
浜
寺
西
町
八
番
二
四
号

株
式
会
社
タ
ダ
ノ
テ
ク
ノ
西
日
本

代
表
取
締
役

伊
藤

忠
彦

準
備
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、利
益
準
備
金
の
額
を
二
百
六
十
万
円
減
少
し
、

百
五
十
万
円
と
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

株
主
総
会
の
決
議
は
令
和
七
年
三
月
二
十
五
日
に
終
了

し
て
お
り
ま
す
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

h
ttp
://sy
s.ta
d
a
n
o
.co
.jp
/k
essa
n
/b
u
tu
ry
u
/

in
d
ex
.h
tm
l

令
和
七
年
四
月
三
十
日

香
川
県
高
松
市
新
田
町
甲
三
四
番
地

株
式
会
社
タ
ダ
ノ
物
流

代
表
取
締
役

稲
澤

博
文

準
備
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
準
備
金
の
額
を
十
四
億
三
千
万
円
減
少

す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

株
主
総
会
の
決
議
は
、
令
和
七
年
四
月
三
十
日
に
予
定

し
て
お
り
ま
す
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

掲
載
紙

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
六
年
六
月
二
十
六
日

掲
載
頁

一
四
七
頁
（
号
外
第
一
五
三
号
）

令
和
七
年
四
月
三
十
日

宮
崎
市
山
崎
町
浜
山
四
一
五
番
地
九
七

フ
ェ
ニ
ッ
ク
ス
リ
ゾ
ー
ト
株
式
会
社

代
表
取
締
役

山
本

俊
祐

資
本
金
及
び
準
備
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
金
の
額
を
三
億
四
千
九
百
九
十
九
万
三

千
七
百
八
十
五
円
、
資
本
準
備
金
の
額
を
二
億
四
千
五
百

八
十
三
万
二
千
七
十
二
円
減
少
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し

た
。こ

の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

掲
載
紙

日
刊
工
業
新
聞

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
四
月
十
五
日

掲
載
頁

三
頁

令
和
七
年
四
月
三
十
日

東
京
都
中
央
区
銀
座
七
丁
目
一
六
番
一
二
号

株
式
会
社
ミ
ツ
モ
ア

代
表
取
締
役

石
川

彩
子

資
本
金
及
び
準
備
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
金
の
額
を
三
億
九
千
九
百
三
十
六
万
七

千
円
、
資
本
準
備
金
の
額
を
三
億
九
千
九
百
三
十
六
万
七

千
円
減
少
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

掲
載
紙

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
三
月
七
日

掲
載
頁

二
七
四
頁
（
号
外
第
四
十
六
号
）

令
和
七
年
四
月
三
十
日

東
京
都
文
京
区
湯
島
一
丁
目
六
番
三
号

株
式
会
社
ラ
イ
ナ
フ

代
表
取
締
役

滝
沢

潔





令和年月日 水曜日 第号官 報
資
本
金
及
び
準
備
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
金
の
額
を
十
七
億
七
千
二
百
八
十
万
七

千
九
十
二
円
、
資
本
準
備
金
の
額
を
十
七
億
七
千
二
百
八

十
万
七
千
九
十
一
円
減
少
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

金
融
商
品
取
引
法
に
よ
る
有
価
証
券
報
告
書
提
出
済
。

令
和
七
年
四
月
三
十
日

東
京
都
中
央
区
明
石
町
八
番
一
号

サ
ン
バ
イ
オ
株
式
会
社

代
表
取
締
役

森

敬
太

基
準
日
設
定
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
五
月
十
五
日
を
基
準
日
と
定
め
、

同
日
最
終
の
株
主
名
簿
上
の
株
主
を
も
っ
て
、
そ
の
所
有

す
る
株
式
一
株
を
百
株
と
す
る
株
式
分
割
に
よ
り
株
式
の

割
当
て
を
受
け
る
株
主
と
定
め
ま
し
た
の
で
公
告
し
ま

す
。令

和
七
年
四
月
三
十
日

東
京
都
千
代
田
区
紀
尾
井
町
一
番
三
号
東
京
ガ
ー

デ
ン
テ
ラ
ス
紀
尾
井
町
紀
尾
井
タ
ワ
ー
一
三
階

株
式
会
社
R
e 
g
rit
P
a
rtn
ers

代
表
取
締
役

山
木

智
史

基
準
日
設
定
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
五
月
十
五
日
を
基
準
日
と
定
め
、

同
日
最
終
の
株
主
名
簿
上
の
株
主
を
も
っ
て
、
そ
の
所
有

す
る
株
式
一
株
を
一
〇
〇
株
と
す
る
株
式
分
割
に
よ
り
株

式
の
割
当
て
を
受
け
る
株
主
と
定
め
ま
し
た
の
で
公
告
し

ま
す
。

令
和
七
年
四
月
三
十
日

東
京
都
千
代
田
区
丸
の
内
一
丁
目
一
番
一
号
パ
レ

ス
ビ
ル
五
階

株
式
会
社
Ｂ
Ｃ
Ｊ

９
５

代
表
取
締
役

杉
本

勇
次

基
準
日
設
定
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
五
月
十
五
日
を
基
準
日
と
定
め
、

同
日
最
終
の
株
主
名
簿
上
の
株
主
を
も
っ
て
、
そ
の
所
有

す
る
株
式
一
株
を
一
〇
〇
株
と
す
る
株
式
分
割
に
よ
り
株

式
の
割
当
て
を
受
け
る
株
主
と
定
め
ま
し
た
の
で
公
告
し

ま
す
。

令
和
七
年
四
月
三
十
日

東
京
都
千
代
田
区
丸
の
内
一
丁
目
一
番
一
号
パ
レ

ス
ビ
ル
五
階

株
式
会
社
Ｂ
Ｃ
Ｊ

９
６

代
表
取
締
役

杉
本

勇
次

定
款
変
更
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
五
月
二
十
日
付
で
株
券
を
発
行
す

る
旨
の
定
款
の
定
め
を
廃
止
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た

の
で
公
告
し
ま
す
。

な
お
、
同
日
に
当
社
の
株
券
は
無
効
と
な
り
ま
す
。

令
和
七
年
四
月
三
十
日

秋
田
県
男
鹿
市
船
川
港
船
川
字
海
岸
通
り
二
号
六

番
地
二

株
式
会
社
沢
木
組

代
表
取
締
役

沢
木

則
明

定
款
変
更
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
五
月
十
五
日
付
で
株
券
を
発
行
す

る
旨
の
定
款
の
定
め
を
廃
止
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た

の
で
公
告
し
ま
す
。

な
お
、
同
日
に
当
社
の
株
券
は
無
効
と
な
り
ま
す
。

令
和
七
年
四
月
三
十
日

東
京
都
新
宿
区
新
宿
三
丁
目
二
番
一
号
京
王
新
宿

三
二
一
ビ
ル
七
Ｆ

株
式
会
社
ア
ッ
ト
ワ
ー
ル
ド

代
表
取
締
役

上
田

顕

定
款
変
更
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
五
月
十
七
日
付
で
株
券
を
発
行
す

る
旨
の
定
款
の
定
め
を
廃
止
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た

の
で
公
告
し
ま
す
。

な
お
、
同
日
に
当
社
の
株
券
は
無
効
と
な
り
ま
す
。

令
和
七
年
四
月
三
十
日

京
都
市
上
京
区
五

通
千
本
東
入
る
西
五

東
町

七
四
番
地
二

株
式
会
社
い
つ
つ
じ

代
表
取
締
役

久
世

章
斗

定
款
変
更
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
五
月
十
五
日
付
で
株
券
を
発
行
す

る
旨
の
定
款
の
定
め
を
廃
止
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た

の
で
公
告
し
ま
す
。

な
お
、
同
日
に
当
社
の
株
券
は
無
効
と
な
り
ま
す
。

令
和
七
年
四
月
三
十
日

鹿
児
島
県
鹿
児
島
市
錦
江
町
九
番
二
五
号

株
式
会
社
セ
ン
テ
イ

代
表
取
締
役

久
場

眞

外
国
会
社
の
全
て
の
日
本
に
お
け
る
代
表
者
の
退
任
公
告

当
社
の
全
て
の
日
本
に
お
け
る
代
表
者
で
あ
る
近
間
弘

幸
が
退
任
す
る
こ
と
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本

公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ

い
。令

和
七
年
四
月
三
十
日

東
京
都
港
区
港
南
二
丁
目
一
五
番
一
号
品
川
イ
ン

タ
ー
シ
テ
ィ
Ａ
棟
二
八
階

E
x
celita

s
T
ech
n
o
lo
g
ies
S
in
g
a
p
o
re
P
te.

L
td
.

日
本
に
お
け
る
代
表
者

近
間

弘
幸

優
先
資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
優
先
資
本
金
の
額
を
四
十
二
億
一
千
万
円
減

少
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
当
社
の
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の

と
お
り
で
す
。

掲
載
紙

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
六
年
十
一
月
十
一
日

掲
載
頁

五
十
八
頁
（
号
外
第
二
六
三
号
）

令
和
七
年
四
月
三
十
日

東
京
都
千
代
田
区
丸
の
内
一
丁
目
四
番
一
号
東
京

共
同
会
計
事
務
所
内

A
M
A
lp
h
a
T
h
ree 特

定
目
的
会
社

取
締
役

髙
山

知
也

債
権
申
出
の
公
告
（
第
一
回
）

当
社
は
、
令
和
七
年
一
月
八
日
厚
生
労
働
大
臣
の
承
認

に
よ
り
規
約
型
確
定
給
付
企
業
年
金
を
終
了
し
た
の
で
、

当
社
規
約
型
確
定
給
付
企
業
年
金
に
係
る
債
権
を
有
す
る

者
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に
お
申
し

出
く
だ
さ
い
。
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清

算
か
ら
排
斥
し
ま
す
。

令
和
七
年
四
月
三
十
日

富
山
県
富
山
市
鍋
田
一
八
番
六
号

富
山
ヤ
ク
ル
ト
販
売
株
式
会
社
規
約
型
確
定
給
付

企
業
年
金

清
算
人

澤
井

宇
如

債
権
申
出
の
催
告
（
第
三
回
）

当
社
規
約
型
企
業
年
金
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
に
確

定
給
付
企
業
年
金
法
第
八
十
三
条
第
一
項
第
一
号
に
該
当

し
た
こ
と
に
よ
り
終
了
し
た
の
で
、
当
社
規
約
型
企
業
年

金
に
債
権
を
有
す
る
者
は
本
公
告
第
一
回
掲
載
（
令
和
七

年
四
月
二
十
四
日
）
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に
お
申
し

出
下
さ
い
。
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算

か
ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
七
年
四
月
三
十
日

大
分
県
大
分
市
大
字
西
ノ
洲
一
番
地

九
州
共
同
発
電
株
式
会
社

規
約
型
確
定
給
付
企
業
年
金
清
算
人

平
松

浩
二

訂
正
公
告

令
和
七
年
四
月
十
四
日
（
号
外
第
八
十
三
号
）
掲
載
の

第
十
一
期
決
算
公
告
（
枠
組
）中
、「（う

ち
当
期
純
損
失
）

」

と
あ
る
は
「（う

ち
当
期
純
利
益
）

」
の
誤
り
に
つ
き
訂
正

し
ま
す
。

令
和
七
年
四
月
三
十
日

東
京
都
港
区
虎
ノ
門
四
丁
目
一
番
一
七
号

ケ
マ
ー
ズ
株
式
会
社

代
表
取
締
役

丸
山

剛

訂
正
公
告

令
和
七
年
四
月
二
十
一
日
掲
載
の
資
本
金
の
額
の
減
少

公
告
中
、「
株
式
会
社
会
社
丸
俊
商
会
」
と
あ
る
は
、「
株
式

会
社
丸
俊
商
会
」
の
誤
り
に
つ
き
訂
正
い
た
し
ま
す
。

令
和
七
年
四
月
三
十
日

扱

店

債
権
申
出
の
公
告
（
第
三
回
）

当
企
業
年
金
基
金
は
規
約
型
企
業
年
金
へ
移
行
す
る
こ

と
に
よ
り
、
令
和
七
年
四
月
一
日
、
厚
生
労
働
大
臣
に
よ

り
解
散
の
認
可
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
ま
し
た
の
で

当
基
金
に
債
権
を
有
す
る
者
は
、本
公
告
第
一
回
掲
載（
令

和
七
年
四
月
八
日
）
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に
お
申
し

出
下
さ
い
。
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算

か
ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
七
年
四
月
三
十
日

神
奈
川
県
川
崎
市
川
崎
区
大
川
町
二
番
一
号

三
菱
化
工
機
企
業
年
金
基
金

清
算
人

渡
邊

晃

訂
正
公
告

令
和
七
年
四
月
二
十
一
日
（
号
外
第
八
九
号
）
六
七
頁

掲
載
の
資
本
金
の
額
の
減
少
公
告
及
び
決
算
公
告（
枠
組
）

中
、「そ

の
他
資
本
剰
余
金

8
0
9
,9
9
9 」

と
あ
る
は「

資
本
準
備
金

4
0
9
,9
9
9 」

、「
そ
の
他
資
本
剰
余
金

4
0
0
,0
0
0 」

の
誤
り
に
つ
き
訂
正
し
ま
す
。

令
和
七
年
四
月
三
十
日

徳
島
市
東
船
場
町
一
丁
目
六
番
地

パ
ル
ハ
ウ
ス
株
式
会
社

代
表
取
締
役

藤
岡
由
樹
子


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